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【最新情報4月号　トピック一覧】

＊文部科学省

・平成24年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の訂正値の公表について（3月31日）
・平成26年度「児童虐待防止推進月間」の標語を募集します　期間は本日から6月10日（火）まで（4月11日）

＊内閣府男女共同参画局

・「女性に対する暴力」を根絶するための課題と対策～配偶者からの暴力の防止等に関する対策の実施状況のフォローアップ～（4月14日）

＊朝日新聞

・いじめ・自殺者数を訂正　文科省（4月1日）
・「子は元の国へ」日本も　ハーグ条約加盟　面会や返還、交渉対等に（4月3日）
・（孫のフシギ）みんなで育てる：上　現代版の「地域」つくろう（4月6日）
・増えるＤＶ、摘発に壁　被害届提出に抵抗感（4月6日）

・（声）特別支援教育、理念の実現願う（4月7日）

・（声）様々なふれあい　子どもに必要（4月10日）
・（声）教育は常に人権尊重の精神で（4月12日）
・外されたダウン症児　入学写真撮影、クラスの一員なのに　長野の小学校（4月12日）
・（ニュースの扉）室井佑月さんと訪ねる保育の現場　我が子のため、疲弊する母親（4月7日）
・ぼく、いいものいっぱい　日本語学級の子の作文、絵本に　異文化に生きる悩み、赤裸々（4月11日）
・（社説）就学援助削減　格差拡大につなげるな（4月15日）
・所在不明の子ども、実態把握へ　厚労省が調査要請（4月16日）
・（子育て）思春期どう向き合う：反響編　親も子も悩んで成長（4月20日）
・（くらしの扉）怒りをコントロール　まず深呼吸、向き合うのは後（4月21日）
・最高裁、異例の量刑見直しか　大阪・虐待死の裁判員裁判（4月21日）
・（社説）子どもを守る　カメラは脇役に過ぎぬ（4月25日）
・（社説）ハーグ条約　子どもの利益を第一に（4月22日）
・歩みを力に　性的少数者、理解求め２０年　東京でパレード（4月28日）

・福岡）里親に関心持って　福岡市が啓発ＤＶＤ（4月29日）

・自主避難、家計に不安　悩み、状況で差　福島世帯調査(4月29日)
*毎日新聞

・チャイルドライン:震災原発事故後、福島からの発信急増　抑えてきた不安噴き出す？　／宮城(4月3日)
・特集ワイド:ニュースアップ　ＤＶ被害者のシェルターを運営する人々　そしてまた一軒、救いの手＝地方部・坂口佳代（4月9日）
・いじめ:小中学生にアンケ、４６９５人が「不安」　メールなどで中傷増−−横浜市教委　／神奈川（4月11日）
・ＳＯＳ・なくせストーカー:ＤＶ離婚、７年後に襲撃被害「不安」伝わらず　警察も「切迫性なし」（4月11日）
・いじめ:小中学生、意識アンケート　４割が「される側にも問題」相談相手、先生の割合低く／兵庫（4月11日）
・パラリンピック:報奨金の増額検討−−日本障がい者スポーツ協会（4月12日）

・しらかば帳:見つからない言葉　／長野（4月16日）

・くらしナビ・ライフスタイル:ハーグ条約の基礎知識（4月16日）
・社説:少年法改正　「更生が原点」を大切に（4月18日）
・性的虐待:発覚も、１カ月男性勤務−−大阪・児童福祉施設（4月19日）

・徳島・長男監禁:３歳長男に首輪 両親に懲役1年6月求刑 検察「自己の遊び優先」−−地裁初公判／徳島（4月19日）
・１５歳のニュース:スクールクライシス学校危機・心と命を救おう 絶えぬ路上生活者への暴力／大阪（4月26日）
・ひとりじゃない:セルフヘルプの底力　企業との懸け橋に　発達障害をもつ大人の会（4月26日）

・課題に挑む:兵庫県立大環境人間学部・竹内研究室　正しいスマホ利用法、啓発（4月28日）

・追跡やまがた:県いじめ防止基本方針策定　社会一体となり根絶「見えないもの見る力を」　／山形（4月28日）
*産経新聞

・発達障害も不登校の要因に　根強い誤解「怠けている」（4月1日）
・世界自閉症啓発デー　低い認知度に衝撃「３年で追いつく！」（4月2日）

・大震災、「障害者」はどうやって身を守ったか（4月3日）

・「子供の貧困対策」７月に大綱案（4月4日）
・親不同意でも特別養子縁組　宇都宮家裁「子供の福祉のため」（4月8日）

・アスペルガー症候群と子育て　明治大学国際日本学部教授　藤本由香里（4月16日）

・所在不明の子供の実態把握へ　虐待防止で初の調査、今夏公表　厚労省（4月23日）

［衝撃事件の核心 west］
・「お前とろいねん。いっぺん死んだらどうや」人前で１０分近く罵倒する母親、泣き出しそうな幼な子…増える心理的虐待、子の傷に大人は気付かない（4月24日）

・全国に広がり始めた性暴力救援センター　１０都道府県に拡大、大阪で初の全国研修会開催へ（4月26日）
・「先生は何もでけへん」現場の萎縮逆手、生徒の挑発エスカレート　指導に踏み込めない学校の実態（4月29日）
＊文部科学省

・平成24年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の訂正値の公表について（3月31日）
平成25年12月に公表した平成24年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」について、公表後、都道府県教育委員会等から数値について訂正の報告等があったため、調査結果の訂正値を公表。
○調査の概要、調査結果　（暴力行為、いじめ） http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/03/__icsFiles/afieldfile/2014/03/31/1345890_01.pdf
　○調査結果（出席停止、小・中学校の不登校、高等学校の不登校、高等学校中途退学等、自殺（学校から報告のあったもの）、教育相談）  
　　　http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/03/__icsFiles/afieldfile/2014/03/31/1345890_02.pdf
・平成26年度「児童虐待防止推進月間」の標語を募集します　期間は本日から6月10日（火）まで

（4月11日）
１．趣　　旨
　児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加しています。特に子どもの生命が奪われるなどの重大な事件も後を絶たず、児童虐待問題は社会全体で解決すべき重要な課題となっています。虐待の発生予防、早期発見・早期対応から虐待を受けた子どもの自立に至るまでの切れ目のない総合的な支援が必要です。
　こうした状況の中で、厚生労働省では毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。（平成16年度から実施）
　平成26年度も、この取り組みの一つとして、児童虐待問題に対する理解を国民一人ひとりが深め、主体的な関わりを持てるよう、意識啓発を図ることを目的として、標語の募集を行うこととします。

２．募集内容

(１) テーマ
　上記１の趣旨を簡潔に表現していて、児童虐待問題に関し、国民一人ひとりの意識啓発を図るのにふさわしい、簡潔で覚えやすい標語。　　
(２) 応募資格
　特に制限はありません。どなたでも応募できます。

３．募集期間

　平成26年４月11日（金）から６月10日（火）。
　郵送の場合は、当日消印有効とします。

４．応募方法

(１) 応募にあたっての注意点
　・ご自身で創作した未発表の作品に限ります。
　・作品は一人につき１作品応募可能です。※２作品以上応募の場合は無効です。
　・応募作品は、返却いたしません。
　・指定の応募方法による応募以外は無効です。

(２）個人で応募する場合の方法
　郵便はがきに作品と郵便番号・住所・氏名・年齢・職業・電話番号をご記入の上、下記の宛先へお送りください。
　電子メールによる応募も可能です。その場合、記入いただく内容は、郵便はがきによるものと同様です。

（３）学校などで複数人の作品をまとめて応募する場合
　（学校の場合を例として記載していますが、学校以外でまとめて応募することも可能です。）
　・郵送で応募する場合
　１作品ごとに必ず学校名、学年、氏名、年齢をご記入ください。
　作品を書いた紙（応募数分）と、連絡先（学校の郵便番号、住所、電話番号、担当者氏名）を記載した紙（１枚）を同封のうえ下記宛先まで郵送ください。
　・メールで応募する場合
　作品を一覧表にまとめ、メールで送付ください。一覧表には作品ごとに学校名、学年、年齢、氏名を記入ください。一覧表の余白やメール本文に、必ず連絡先（学校の郵便番号、住所、電話番号、担当者氏名）を記載ください。

（４）応募宛先 
　児童虐待防止推進月間に開催する「子どもの虐待防止推進全国フォーラムinわかやま」　（主催：厚生労働省、共催：和歌山県及び和歌山市）の共催事務局標語募集担当あてに応募してください。）

○電子メールの場合
jidou-hyougo@city.wakayama.lg.jp 
　・ メールの題名は「標語の応募」としてください。
　・ ファイルを添付する場合は、Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、一太郎又はテキスト形式のいずれかによりお願いいたします。

○郵送の場合
　〒640－8043
　和歌山県和歌山市福町40
　和歌山市こども総合支援センター　標語募集担当　宛 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042748.html
＊内閣府男女共同参画局

・「女性に対する暴力」を根絶するための課題と対策～配偶者からの暴力の防止等に関する対策の実施状況のフォローアップ～（4月14日）

○女性に対する暴力に関する専門調査会報告書（概要）
○女性に対する暴力に関する専門調査会報告書
＊朝日新聞

・いじめ・自殺者数を訂正　文科省（4月1日）
小中高校のいじめ件数などをまとめた２０１２年度問題行動調査について、文部科学省は３１日、昨年１２月の発表内容を訂正した。いじめ件数は１件多い１９万８１０９件（小学校分が１件増の１１万７３８４件に）、自殺者数は１人少ない１９５人（高校分が１人減の１４０人に）。対象外の生徒を算入したり、集計ミスがあったりしたという。
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11060534.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11060534
・「子は元の国へ」日本も　ハーグ条約加盟　面会や返還、交渉対等に（4月3日）
　結婚が破綻（はたん）した夫婦のどちらかが国外に子どもを連れ出し、相手から返還を求められた場合、原則、子を元の居住国に戻さなければならなくなった。日本が１日、ハーグ条約に加盟したためだ。国際結婚した日本人の離婚は年約２万件。国境を越えた子の奪い合いに、歯止めはかかるのか。▼１０面＝米の親、期待

　「日本は、ハーグ条約に加盟します。私には、娘に会う権利があります」。先月、千葉県の女性（３４）は、娘（１４）と暮らす米国人の元夫の両親に手紙を送った。「彼女は米国市民。二度と連絡しないで」。メールで返事が届いた。

　元夫とは九州の米軍基地で出会い、妊娠して結婚したが、生活費を渡してくれなかった。紙おむつも買えず、基地内にある病院の乳児健診で「虐待している」と疑われた。元夫は２００１年、女性に無断で当時８カ月の娘を米国に連れて行き、両親に託した。２年後、女性は元夫の両親の家をつきとめ、渡米。その後、娘に会えたのは３回だけで、５年前、完全に拒まれた。

　条約は、子どもの返還については今月１日以降の事例から適用されるが、それ以前の事例でも、子との面会について、国が居場所の特定などで支援できる。

　「日本もハーグ条約加盟で、やっと米国と同じ土俵に立てる。対等な立場で交渉してほしい」。外務省を通じて、面会交流を求める書類を米国に送る予定だ。

　一方、日本人の元妻に娘３人を連れ去られたカナダ人男性（４３）。１１年に日本へ移住し、昨年は３回、娘に会えた。だが、事前に連絡すると拒まれる。面会はいつも「突撃」だ。「条約加盟で面会しやすくなると思う」

　日本に条約加盟を強く働きかけてきた米国。国務省が「子どもが日本に連れ去られた未解決事案」と認定しているのは５８件、８０人で、国別ではメキシコ、インドに次ぐ。

　■「国内」は対象外

　日本人の場合、海外で夫からの家庭内暴力を受けるなどし、逃げるように帰国した女性が多いとされる。この場合、外国の親からの申し立てで、外務省が子の居場所の捜索や、仲裁機関の紹介などの支援を担う。

　連れ去った親が引き渡しに応じなければ、東京、大阪両家裁のいずれかが引き渡しの是非を判断。虐待などで「子の心身に重大な危険」があると認められれば、例外的に引き渡しを拒める。一方で、家裁が強制的に子の引き離しを命じることもできる。逆に、日本から子を連れ去られたケースでは、日本の親が外国の政府機関に支援を申請。その国の裁判で判断される。

　日本人夫婦間でも、どちらかが子を海外に連れ去れば条約の対象だが、国籍にかかわらず、国内で起きた「連れ去り」は対象外だ。

　日本の民法では離婚後、親権は片方の親のみに移る。面会交流は、離婚時に取り決めるが、強制力はない。子を連れ出し、養育の実績をつくった親が親権争いで有利になるため、子の奪い合いも起きている。自民、民主、公明など超党派の国会議員約５０人は３月、親子断絶防止議員連盟を設立。月１回、当事者や有識者から意見を聴き、法整備を模索する。

　（杉原里美、田村剛、ワシントン＝大島隆）

　◆国際結婚の破綻時、規定（キーワード）

　＜ハーグ条約＞　正式名称は「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」。１６歳未満の子が無断で国外に連れ出された場合、子を元々住んでいた国に戻し、誰が面倒をみるかを裁判で決めるよう定める。加盟国は、日本を含め９１カ国。子を連れて帰国した日本人の母親が、外国人の父親に子を会わせない事例が多いとして、欧米諸国が日本に加盟するよう強く求めていた。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11064673.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11064673
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・（孫のフシギ）みんなで育てる：上　現代版の「地域」つくろう（4月6日）
　地域のつながりが薄れる中、子育て世代を支えようと頑張る祖父母世代がいます。地域の力の衰えは、子育てにどんな影響を与えたのでしょうか。今回は、「地域の孫育て」について考えます。

　■薄れるつながり、祖父母世代の出番

　地域のつながりが薄れたと言われて久しい。そのことが、子育てにも影を落としている。白梅学園大の汐見稔幸学長（教育人間学）は「地域には、子どもを育てる力が備わっていた。その力がなくなり、子育てそのものが今ほど困難な時代はない」という。

　「かつて母親は、子どもに『外で遊んでおいで』と言えばよかった」。汐見さんは、そう振り返る。異なる年齢の友だちとのつきあいが社会性やリーダーシップを養い、職人や商店街の人たちを間近に見ることで職業観が育まれた。子どもたちを見守る大人の目が、常にどこかにあった。１９６０～７０年代の都市化とともに、こうした地域の力が徐々に消えていったという。

　地域の支え合いも減っている。長時間労働で父親不在のため、育児はすべて母親が担うが、子育て経験を見聞きすることも、相談する相手もいない――。そんなケースは珍しくない。「それなのに、子育ての責任は母親が負わされる。地域社会の消滅は、少子化や虐待が深刻化した一因でもある」

　８９年、合計特殊出生率が過去最低の１・５７を記録。９７年の内閣府調査では、専業主婦の７割が「育児の自信がなくなると感じることがある」と答えた。働く母親のうち、同様の回答をしたのは５割。専業主婦の育児への不安感の大きさが明らかになった。育児の孤立が社会問題となり、国も地域での子育て支援拠点づくりに力を入れる。

　地域の子育て力は、取り戻せるのか。「環境も人間関係も変わった今、昔のようには戻せない。現代風の『地域』をつくらないといけない」

　子どもが遊び、大人が井戸端会議をする場が失われつつある今、子どもも大人もつながれる「人工的な遊び場」が必要だと汐見さんは指摘する。

　担い手として期待を寄せるのが、育児や社会人経験の豊富な祖父母世代だ。「親世代への共感を示しつつ、子育てや職場での経験をいかしてほしい。それに、シニアの動作や生活リズムは、幼い子どもと波長が合うんですよ」

　ベネッセ教育総合研究所の調査では、子どもを通じた地域でのつきあいが「１人もいない」と答えた母親が増えている＝グラフ。主任研究員の高岡純子さんは「ＳＮＳでのつながりもあり、孤立とは一概にはいえない」としたうえで、「親の生活スタイルや求める支援は多様化している。それに対応できる何らかの仕組みが必要」と話す。「子育てを終えた人に、知恵や経験を聞きたいという母親は多い。シニアと子育て世代をつなぐ工夫をしていければ」

　■ちょっとした相談、支える側も喜び

　１、２月に連載した「孫のフシギ　壁をこえて」には、３００通近い反響が寄せられた。その中には、地域の子育てを支えようと奮闘する祖父母世代の姿もあった。

　「読み聞かせサークルで、孫世代と交流しています」。そうつづるのは、兵庫県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/西宮市.html" \o "西宮市のトピックスを開く" 西宮市の二宮芳子さん（６８）だ。同県尼崎市で親子に絵本を読み聞かせる「えほんばこ　ぽかぽか」に参加する。メンバーは、子育て世代が４分の１で、残りは祖父母世代だ。

　二宮さんは「本を読んでもらう喜びを感じてほしいと始めましたが、参加したお母さんから、下の子が生まれた時の上の子との接し方など、ちょっとした相談をされることもあります。自分の孫は可愛くて甘やかしてしまうけれど、お互い冷静に話せていいようです」と話す。

　大阪府

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/高槻市.html" \o "高槻市のトピックスを開く" 高槻市の冨岡尚子さん（６８）は「今の親世代は忙しい。子育てを少しでも手伝えたらと思い、地域で活動しています」と寄せた。夫が定年を迎えた８年前、夫婦でファミリーサポートセンターに登録した。自宅で子どもを預かり、夕食を食べさせて、お風呂に入れてと世話をする。以前預かっていた子が「僕のこと覚えてる？」と路上で話しかけてくれたり、「受験に合格した」と報告してくれたりするのがうれしい。４月からは、地元中学の図書館でボランティアも始めた。

　地域の子どもたちのためにと考えるのは、自身の母の影響がある。冨岡さんが小学生のとき、近所の子を約２年間、預かっていた。仕事で遅く帰る親を待つ姿を見かねて「家に明かりがつくまで、うちで遊んでいき」と母の方から申し出た。１０年以上たち、その子が実家に結婚の報告に来た際、「あのとき僕、寂しくなかった。ありがとう」とあいさつして帰っていった。

　冨岡さんは「子どもが『ただいま』と帰れるような、家代わりの場所になれれば」と話す。

　（田中陽子、山田佳奈）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11070260.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11070260
・増えるＤＶ、摘発に壁　被害届提出に抵抗感（4月6日）

　配偶者やパートナーからの暴力（ドメスティックバイオレンス＝ＤＶ）の被害が増えている。身近な人による犯罪だけに、情を断ち切れず被害届を提出しない人が目立つなど、摘発へのハードルも高い。福岡県警は、捜査員の増員に乗り出している。

　「子どものしつけと一緒。言っても分からんなら体で分からせる、という気持ち」。交際相手の女性の首を絞めて包丁を突きつけたとして福岡県警に昨年１２月に逮捕、起訴され、罰金刑を受けた福岡市の３０代の男性会社員は、取材にこう語った。

　捜査関係者によると、４年ほど前から交際し、同居を始めたのは約４カ月前。「結婚を断ったらハンマーで肩を殴られた」「包丁を持って『殺す』と言われた」……。女性は暴力に耐えられず、何度か警察署に駆け込んだ。署員が被害届を出すよう促したが、出さなかった。昨年１２月の逮捕容疑は、被害届が必要のない暴力法違反だった。

　警察がＤＶの相談を受けた場合、①被害届を受け事件にする②警告を出す③ＤＶ防止法に基づき、被害者への接近を禁じる「保護命令」を裁判所に申し立てる――といった選択肢を被害者に示す。深刻な事態になるのを防ぐため、①を勧めるのが一般的だ。

　だが、報復を恐れたり、情を断ち切れなかったりして、被害届の提出を望まない女性は多いという。「初めて相談に来たほとんどの女性は、事件化に抵抗を感じるようだ」と、捜査関係者は話す。

　１月３日から改正配偶者暴力防止法（ＤＶ防止法）が施行され、同居中か同居していた交際相手にも適用できるようになったが、被害者が事件化を望むのが大前提だ。大半は法的拘束力のない警告で済まさざるを得ない状況は変わらないとみられる。

■福岡県警が増員　自治体も対策強化

　警察庁によると、ＤＶ被害の認知件数は急増しており、２００８年は２万５２１０件だったが、１３年は２倍近い４万９５３３件に増加。福岡県でも昨年は過去最高の１２８０件だった。

　ＤＶ問題に詳しい郷田真樹弁護士は「『これはＤＶだ』という認識が社会に浸透した結果ではないか」と話す。相談窓口が増えたことも影響しているという。

　警察庁は１０年、宮城県で少年らが元交際相手の姉らを殺傷した事件を受け、全国の警察に対し、避難場所の確保や加害者の積極的な逮捕を求める通達を出した。

　福岡県警はストーカー・ＤＶ対策として、今春から警察署への増員を決めた。捜査関係者は「被害者を完璧に保護しようとすれば常に警護をつけなくてはいけない。最悪の事態を防ぐためには、全署に専門の部署を作るなどといった対策が必要だ」と指摘する。

　自治体でも対策が取られている。福岡県は昨年３月から、医療関係者向けに、ＤＶを受けている疑いのある来院者の対応マニュアルを配布した。早い段階で異変に気付いてもらうことが狙いという。担当者は「起きてしまってからでは遅い。新たな被害を防ぐためにも、今後は中学生や高校生への早期教育がより重要になる」と話している。（渡辺知佳）

■中高生から学ぶ動きも

　中学校や高校でもＤＶについて学ぶ動きがある。宮崎県の都城西高では５年前から人権学習でデートＤＶについて学んでいる。ある日の授業では、被害支援に取り組むＮＰＯ「ハートスペースＭ」代表の財津三千代さんが講演した。

　殴る、怒鳴るだけがＤＶではない。携帯電話の中身をチェック▽服装や髪形を制限▽ネット上での中傷、映像の掲載……。当てはまることは多い。加害者にはラブラブ期、緊張期、爆発期のサイクルがあることが多く、被害者はその中でしだいに無力になっていくことが多いという。財津さんは「男女の交際が始まる１０代にこそ教えなくてはいけない」と話す。（伊藤あずさ）

http://digital.asahi.com/articles/ASG3M5KMVG3MTIPE01R.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG3M5KMVG3MTIPE01R
・（声）特別支援教育、理念の実現願う（4月7日）

　パート　細田玲（長野県　４０）
　この春、養護学校小学部に入学のお子さんを持つ友人がいます。「地元との交流もしていきたいから、地元の小学校の入学式にも参加する」と彼女から聞いていました。入学式が近づいたある日、彼女からメールが来ました。
　「入学式の打ち合わせに行ったんだけど、集合写真のことで、他の保護者からクレームが来ると困るから、うちの子が一緒に写るバージョンと写らないバージョンの２種類撮影するか、それともいっそ遠慮していただくかって校長先生に言われたんだ。だいぶショックでさ、力が抜けたよ。まっ、仕方ないか」
　涙が出ました。入学式という喜ばしい出来事に、あってはならない対応。そして「まっ、仕方ないか」という言葉に込められた彼女の思い。
　文部科学省が掲げる特別支援教育の理念では、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会を目指し、その実現のため学校教育は重要な役割を果たすことが求められています。障害者やその家族が、健常者の顔色をうかがって生活する必要がない社会の実現を切に願います。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11071659.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11071659
・（声）様々なふれあい　子どもに必要（4月10日）
主婦　横川久美子（長崎県　７３）

　「特別支援教育　理念の実現願う」（７日）を読みました。ダウン症の次女を持つ母親として私もかつては何度も涙してきました。

　３５年前、次女が特殊学級のある普通の小学校に入学した頃は定期的な普通学級との交流もありました。しかし当時も担任の先生以外、校長先生や普通学級の先生方の対応は私たち親にとってもあまり快いものではありませんでした。

　投稿にあった校長先生方には、障害児やその家族への思いやりについていま一度考え直していただきたいと思います。そして、特別支援学校に通うお子さんやその家族の方たちが、どれほど普通の小学校のお子さんたちと一緒に過ごす時間を少しでも持ちたいと望んでいるか。その気持ちを理解して欲しいと思います。

　投稿者の方が述べられているように、文部科学省が掲げている特別支援教育の理念を小学校の教育現場でも早くから生かして欲しいと思います。

http://digital.asahi.com/articles/ASG484GDQG48UWPJ00B.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG484GDQG48UWPJ00B 

・（声）教育は常に人権尊重の精神で（4月12日）
無職　糸永光（大分県　８４）

　「特別支援教育　理念の実現願う」（７日）を読んだ。かつて教師だった時、障害児と健常児の交流を推進した者として、心が痛む話である。

　養護学校小学部に入学するお子さんを持つお母さんが、交流のために地元の小学校の入学式にも参加させたいと願うのは、当然のお気持ちだろう。それなのに、小学校の校長先生が「そのお子さんが写る集合写真と写らない写真を２種類撮影するか、あるいは撮影を遠慮していただきたい」という趣旨のことを言ったという。事実とすれば、残念なことである。もし、校長先生が障害児を持つ親の立場だったなら、そんなことが言えるだろうか。「まっ、仕方ないか」というお母さんの言葉に、あきらめと深い悲しみを感じた。

　障害を持つ人を含め、どんな人も人権を尊重しあい、支え合って生きるのが正しい社会のあり方である。もし、障害児を学校に受け入れることにクレームをつける保護者がいれば、学校側は、「人権の尊重」や「障害児と健常児が共生する」ことの大切さをきちんと説明し、そうした保護者を説得してほしいと思う。

　学校側の事なかれ主義の姿勢が、人権を侵害する「いじめ」などの温床になってきた。教育者は常に人権尊重の精神を忘れてはならない。

http://digital.asahi.com/articles/ASG4B41TLG4BUWPJ008.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG4B41TLG4BUWPJ008
・外されたダウン症児　入学写真撮影、クラスの一員なのに　長野の小学校（4月12日）
長野県内の公立小学校で今月初めの入学式での新入生の集合写真をめぐり、同校にも通うことになった特別支援学校のダウン症の男児が外れた写真と、加わった写真の２種類が撮影された。校長が男児の母親に対して提案した。校長は「配慮が不足していた」として男児の両親におわびした。

　■母親「あの子は違う、と思われる。悲しい」

　母親は「今は、私たちを他の児童と同じように受け入れてくれているので感謝している」と話す。

　母親によると、男児はこの春、特別支援学校小学部に入学。同時に、地域の児童との交流の一環で地元の小学校の授業や行事にも月に１、２回参加することが決まった。小学校の教室に男児の机も置かれ、クラスの一員として受け入れられることになった。

　３月に母親が入学式の打ち合わせで小学校を訪ねると、校長から「ほかの保護者から『なぜ一緒に写るのか』と言われるかもしれないので、お子さんが写るものと写らないもの２種類を撮るか、気を使われるようなら、いっそ最初から一緒の撮影をご遠慮していただくか」と言われたという。母親は悩んだ末、２種類撮影する方を選んだ。

　当日は男児以外の児童だけの写真を撮影中、男児はそばで待ち、その後、男児が列に加わって改めて撮影した。母親は「他の子どもたちに『あの子は自分たちとはやっぱり違う』と思われてしまいかねず、とても悲しかった」と話す。

　母親から式の前に知らされた友人が朝日新聞に投稿し、７日付の朝日新聞東京本社版「声」欄に掲載された。その後、校長が自宅を訪れて「おわびします」と言われたという。

　県教育委員会は小学校からの報告を受け、「児童全員が入った写真だけを撮るべきだった。男児を外しての撮影は『あの子が写ると困る』と周囲の子どもたちに伝えることになり、問題があった」としている。

　（井口恵理、山田雄一）

　■「遠慮しているように見えた」　提案の校長がコメント

　２種類を撮影することが差別になるという意識はなく、（男児の）お母さんがショックを受けるとは考えていなかった。ご両親には切ない思いをさせてしまって申し訳ない。

　実は、他の保護者から男児が学校に入ることに不安を訴える声もあった。そのことでお母さんが集合写真を一緒に撮ることに不安があって遠慮しているように見えたので、２種類撮るという方法もありますよ、と言ったつもりだった。

　今、考えてみれば、お母さんの気持ちをもっと丁寧に聞いて、一緒に撮りましょう、と強く勧めればよかったと思う。男児は他の児童と同じように大切な一人。これからは男児やほかの子の保護者と連携を強め、子どもたちの交流を深めていきたい。

　■障害への理解、深める指導を

　＜茂木俊彦・桜美林大特任教授（障害児教育）の話＞　学校は、障害児も健常児も同じ地域の子どもとして交流を進め、「違いはあるけれど同じだ」と児童に教えていくべきなのに、かえって違いを際立たせてしまった。仮に他の保護者から不安に思う声があったとしても、校長や教職員が理解を求めていくべきだった。校長は双方に配慮したつもりだったのだろうが、障害のある子は特別という見方を他の子たちに伝えてしまったかもしれない。教育現場でも、いまだに障害児への理解に温度差がある。問題が起こったらその都度、障害への理解を深めるよう対話し、指導をしていくべきだ。

　■「声」欄への友人投稿の要旨

　養護学校小学部に入学したお子さんを持つ友人から「地元との交流もしていきたいから地元の小学校の入学式にも参加する」と聞いた。入学式が近づき、彼女からメールが来た。

　「集合写真を、うちの子が一緒に写るバージョンと写らないバージョンの２種類撮影するか、それともいっそ遠慮していただくか、と校長先生に言われた。ショックで力が抜けた」。入学式という喜ばしい出来事に、あってはならない。

　文部科学省が掲げる特別支援教育の理念では、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会を目指し、その実現のため学校教育は重要な役割を果たすことが求められている。障害者やその家族が、健常者の顔色をうかがう必要がない社会の実現を願う。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11080752.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11080752
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・（ニュースの扉）室井佑月さんと訪ねる保育の現場　我が子のため、疲弊する母親（4月7日）
　「シングルマザーの『現場』を知っていたら、責められないんじゃないかって思う」

　埼玉県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/富士見市.html" \o "富士見市のトピックスを開く" 富士見市のマンションの一室で先月、男児の遺体が見つかり、ベビーシッターが死体遺棄容疑で逮捕された。作家・室井佑月さんは、シッターを雇った母親を責める声があることに違和感を持つ。母親は夫がなく、男児２人を育てていた。

　室井さんも、出産から半年ほどで離婚。月６０本の原稿を抱えながら、一人息子を育ててきた。「それでもお金があれば、心の余裕も子供の安全も、ある程度買えた。でも、ない人はどれだけ切羽詰まるだろう」

　いまの育児の現場を見ようと、埼玉県・草加駅前の認可外保育園「スマイルキッズルーム」に向かった。

　「ねー」「遊んでー」

　部屋に入るなり、室井さんは子供たちの熱気に囲まれた。「子供ってこうなんだよね。私も息子がはいはいするまではおぶって原稿書けばよかったけど、働きながら子供と遊ぶのは、体力が必要だった」

　この保育園は、もとは２４時間営業だった。夜間は近くの繁華街で働く母親たちが多く利用していたが、不景気からか利用者数が減り、３月下旬、午後１１時までに短縮した。

　「急に来なくなる子供がいると、心配です。でも、安全に保育するためには対価は必要。板挟みです」と岩本淳代表。「うちのような施設にも助成金が出れば、セーフティーネットが広げられるんですが……」

　　　　＊

　風俗店が並ぶ新宿・歌舞伎町の一角にあるベビーホテル「わんぱくランド」の経営も楽ではない。支払いの延滞は日常茶飯事。「お金がない」と子供を迎えに来ない母親もいる。経営する山崎修さん（３８）は「実入りのよい仕事ではないが、頼ってくれる人がいてやめられなくなった」。赤字分は本業の建築業から補填（ほてん）しているという。

　ここに１０カ月の息子を預ける女性（２８）は、キャバクラで受け取る月収３０万円のうち、半額を保育費に充てる。認可保育園は待機中だ。仕方なく、時給が比較的高い夜間の仕事を選んだが、家賃などを除くと、わずかな食費が残るだけだ。睡眠は連日２時間。両親は死別し、子供の父親とは絶縁。時折、気晴らしに朝まで飲んでしまう。「いつ心が折れるかわからない。でも、友達には頼りたくない」

　室井さんは「私も、最初は誰も頼れなかった。でも助けを求めれば、情報も集まるし、活路は見つかるはずなのに」ともどかしさをにじませる。

　　　　＊

　最後に取材したのは、生活保護を受けながら、３人の子供を育ててきた女性だ。「お金で子供の安全に差がつく」と実感しているという。以前、夜間に働いていた時、充実した施設に子供を預けようとすると１人１日２万円ほどかかった。値段の安さで選ぶと、夜間泣いた子供がトイレに閉じ込められた。気がつけば、ベビーシッターに、５０万円の借金がたまっていた。

　「どうしようもならない自分がいやで」、思わず子供をたたいたこともあったという。「どうしてそうなってしまうかは、私も理解できる。母性は誰にでもあると思うけど、そこに行き着くための余裕がなくなる時がある」とうなずく室井さん。

　「人のつながりが少なくなって、いまは親になることのハードルが上がってしまっている。産んだら、それで終わりじゃない。育てることをもっと支援していかないといけないんだと思う」

　（文・守真弓　写真・小暮誠）

　■室井の目　非難しないで理解して

　子どもを産むと母親になる。いや、産んで母親になるというより、子を育てていくうちに母親になるのだと思う。

　子どもは母親が大好きだ。どんな母親にも、まっすぐな愛情を向けてくる。だから、母親も母親であろうとする。ただ、その気持ちが空回りしてしまうときもある。たとえば、精神的な余裕がまったくなくなってきたりするとだ。

　今回、取材で何人かの母親や、託児所を運営している人に会い、空回りしている母の話を聞いた。子どものために夜の仕事をしだしたはずなのに、自分の時間、睡眠時間さえ失い、なにもかもどうでもよくなってしまっている。

　考えてみて欲しい。夕方から明け方まで働く。でも、子どもがいれば７時には起きる。その後、夜から子どもを預けるのだからと、子どもが甘えてきたらかまってしまう。子どものために仕事を厭（いと）わない母親ならそうだろう。

　しかし、そんな生活は長続きしない。身体が辛（つら）く、仕事も休みがちになる。お金がまわらなくなれば、精神的余裕も失われてゆく。

　ネグレクトや虐待問題、事件が起これば、信じられないと母親だけが非難される。

　信じられないのではなく、信じたくないだけなのではないかと、母親であるあたしは思う。世間の「母親はこうあるべき」という常識は、誰のための常識なのだろう。子どものためというけれど、母親が潰れれば子も一緒に潰れてしまうのだ。

　今にも潰れそうな母親の存在を理解することが、子どものためになるんじゃないか。（寄稿）

　　　　＊

　むろい・ゆづき　作家。クラブホステス、女優などを経て、９７年に「小説新潮」の読者小説で入選し、作家デビュー。４４歳。

　◆キーワード
　＜認可外保育施設＞　認可保育所は、保育士の数など国の設置基準を満たし、自治体が認可した施設。自治体へ届け出れば開設できる認可外施設は、厚労省によると全国で７７３９カ所（２０１２年３月）。うちベビーホテルは１８３０カ所。２４時間、子供を預けられる認可保育園は５カ所（１３年５月）。

　親が仕事や病気の時、児童養護施設や乳児院で預かる「ショートステイ」は全国６７２施設が実施している。だが、母子世帯の利用経験者は１・２％。未利用者の５４・６％が制度を知らなかった。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11071664.html?_requesturl=articles%2FDA3S11071664.htmlamp
・ぼく、いいものいっぱい　日本語学級の子の作文、絵本に　異文化に生きる悩み、赤裸々（4月11日）
　「にほんごができない」「でも、ぼくには、いいものがいっぱいある」。外国から親に連れられ、日本に来た子どもたちの作文を、東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/新宿区.html" \o "新宿区のトピックスを開く" 新宿区立大久保小学校で日本語学級の教師をしていた善元幸夫さん（６３）が絵本にした。「異文化の壁にぶつかりながら生きる子らの世界を知ってほしい」という。

　絵本は「ぼく、いいものいっぱい～日本語で学ぶ子どもたち～」（絵は丸山誠司さん）だ。

　善元さんは１９７４年から、東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/江戸川区.html" \o "江戸川区のトピックスを開く" 江戸川区の区立小で日本語学級を担当。終戦の混乱で中国、韓国に残された「残留孤児」を親に持つ子どもたちを教えた。２００３年から１０年までは、大久保小の日本語国際学級で、海外から来たり国際結婚で生まれたりした子らを指導した。その中には、不法滞在で悩んでいた子がいた。短期間に親が変わる子どももいた。自傷行為をする子もいたという。本を出すことで、彼らを励ましたいとも考えた。

　絵本に収めた１２編は千編余りから選んだ。題を決めて書いた文はない。子どもが話しかけてくると内容を聞き、「書いてごらん」と返す。すると、どの子も一気につづったという。

　タイから来て文字を書こうとしなかったケスヤ君（８）はある日、昼夜働く母を書いた。「よる、おかあさんはしごとにいった。ひとりでねるのはいやだった」。それを皮切りに毎日、あふれるように書き始めた。教員らは「ケスヤの奇跡」と呼んだ。

　自分はどの国の人間か、という問いもある。「韓国語をわすれちゃった」と書いたミウ君（１０）はこう結んだ。「このままで日本人になるのかな」

　台湾から来たタイラ君（１１）は、急に学校に来なくなった女の子が本国に強制送還されたのではないかと案じた。「ぼくの心なきたいです。しんぞうぽとぽと！　ぼくの心、なんかハサミできったみたいです」

　韓国から来たロンイー君（９）は、いじめられた体験をつづった。「『かんこくじんばかやろう』。とてもやだった。かんこくのともだちいないからきびしいです」

　そんな彼のために善元さんはキムチの授業をした。キムチが中南米原産の唐辛子と出あい、世界に広がった歴史を学んだ。最後の授業で彼は書いた。「にほんのおとうさんとかんこくのおかあさんとであってぼくはうまれました。キムチとおなじです。だからぼくはかんにほんじん（韓日本人）です。いいものがいっぱいあるとおもいます」

　善元さんは「子どもの言葉には、やさしさや生きる力を感じる。日本の社会に命の息吹を与えてくれる気がしてならない。日本の子たち、この子ら、そして彼らの子どもらに読んでほしい」と話している。発行は「子どもの未来社」（０３・３５１１・７４３３）。定価１５００円（税別）。（氏岡真弓）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11080381.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11080381
・（社説）就学援助削減　格差拡大につなげるな（4月15日）
子どもの将来が、生まれ育った環境で決まってしまうことのない社会を実現する――。昨年できた「子どもの貧困対策法」の理念に逆行する動きが加速しないか、心配である。

　生活の苦しい家庭の小中学生に、学用品や給食などの費用を市町村が補助する「就学援助」で、対象者を減らす事例が相次いでいる。

　親の所得下落と軌を一にして就学援助を受ける子は急増、今や６人に１人近い。そのうち生活保護に準じる所得水準の家庭の子どもが９割近くを占める。

　家庭の経済力と子どもの学力は比例する。そんな傾向が全国学力調査の分析で明らかになっている。就学援助を必要とする子の多い学校ほど平均点が低い。援助の切り下げはこの格差を広げる方向に働く。

　問題の背景には、市町村の財政力と姿勢によって、援助の対象に差が出る仕組みがある。

　市町村は、生活保護の水準を尺度に、所得が「その１・２倍未満」などと対象を自由に決めている。去年の夏、生活保護のハードルが上げられた。これと連動して、就学援助を受けられる子も減るのではないかと心配されていた。それが現実になりつつあるのだ。

　もともとは国の補助金があったが、０５年度に「地方分権」を進めるための「三位一体の改革」で廃止された。税源移譲と地方交付税措置とひきかえに、市町村がすべて自分の懐からお金を出す制度に変わった。

　このため、体力のない自治体ほど、就学援助を削りがちになる。そういう構造だ。

　５年前、文科省の有識者会議は「各市町村の財政力に左右されずに支給できるように」と、国に新たな対策を求めた。下村文科相も生活保護減額の影響が出ないよう対策を考えると表明している。だが、自治体の自由に委ねた以上、実効ある手だては簡単でない。

　来春施行の「生活困窮者自立支援法」でも同じ心配がある。

　目玉の一つが、生活が苦しい家庭の子どもを対象にした「学習支援」で、費用の半分を国が補助する。ただ、これまで生活保護世帯の子どもを対象とした事業では、国が全額を補助してきた。自治体負担が生じることによって、実施をあきらめる市町村が出ないだろうか。

　教育の機会均等や子どもの育ちを支える制度に、どこまで国が関与し、どこまで自治体の裁量に任せたらよいのか。不断の見直しが必要だ。同時に住民側も、これまで以上に行政の姿勢を注視してゆくべきだろう。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11084505.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11084505
・・所在不明の子ども、実態把握へ　厚労省が調査要請（4月16日）
　乳幼児健診を受けないなどの理由で、所在や安否を行政が確認できていない子どもについて、国が人数などの全国調査に乗り出す。厚生労働省が１５日、市町村に調査を要請したことを明らかにした。児童虐待の恐れもあるため、実態を把握したうえで対策を検討する考え。夏ごろに結果を公表する予定だ。

　調べるのは、住民基本台帳に登録されているのに乳幼児健診を受けていなかったり、幼稚園や保育所、学校などに途中から来なくなったりして、５月１日時点で保護者と連絡が取れない１８歳未満の子どもの数。厚労省は対応方法についても、各市町村に報告を求めている。

　子どもや親と連絡が取れない場合、自治体は、児童手当の受給状況などを調べる、児童相談所や学校と連携して自宅を訪問する、といった対応をとるのが一般的。だが横浜市で小学校に通っていなかった女児が母親の元同居相手の男から暴行を受けて亡くなった一昨年の事件では、転居を繰り返していた母子の状況を自治体がつかめず、虐待を防げなかった。

　所在不明の子どもについての対応は各自治体任せなのが実情。田村憲久厚労相は１５日の記者会見で「自治体に注意喚起をし、情報を共有したい」と述べた。（畑山敦子）

http://digital.asahi.com/articles/ASG4H4CJ3G4HUTFL007.html?_requesturl=articles%2FASG4H4CJ3G4HUTFL007.htmlamp
[image: image3.jpg]


・（子育て）思春期どう向き合う：反響編　親も子も悩んで成長（4月20日）
問題行動相談の年齢分布／痩身（そうしん）傾向の女子の割合 
　２月の連載「思春期　どう向き合う」には、読者から切実な相談や感想が寄せられました。そのうち３人の方の悩みを、連載に登場した専門家２人にぶつけ、答えてもらいました。紹介します。

　■反抗期のない長男

　高３の長男は、反抗期がないまま現在に至っています。ふだんは部活や塾に忙しく、家ではごはんを食べながらその日の出来事をしゃべるなど、話もよくします。大学入学後は一人暮らしを希望していて、決まれば自然に子離れする予定。他のママさんからは「反抗期がないなんてうらやましい」と言われますが、全くないのも、逆に心配です。

　＜埼玉県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/川口市.html" \o "川口市のトピックスを開く" 川口市　公務員　斉藤めぐみさん（４３）＞

　◇心配すべきは過干渉

　＜回答＝諸富祥彦・明治大教授（心理学）＞　昔と比べて大人が子どもに優しくなり、強い反抗を示す子も減っています。親という「壁」が低くなり、乗り越える必要がなくなっている。

　ただ、親しか壁になれないわけではないんです。思春期は、勉強からスポーツまで競争ばかり。自分よりできる子は、いくらでもいる。親から肯定されて「私はできる」と思っていた子も、壁にぶちあたって現実を見る。現実が十分に壁なのです。今の子は親や先生など周りの大人から厳しくされない傾向がある分、打たれ弱いからです。

　反抗期がなくても心配ありません。友達親子に否定的な意見もありますが、私がカウンセリングしてきた経験で言うと、仲のいい親子で極端な問題行動に走る子は少ない。

　心配すべきは、過干渉になっていないか。日々の生活から進路まで、すべて「先に準備してあげるね」と親が動けば、子どもは自分で決められずにエネルギーを吸い取られてしまう。そのストレスがたまり、後に爆発してしまう場合があると思います。

　親元を離れて一人暮らしをするのは、自立を促すのにいい。大人になってもらうなら、大人扱いすることです。

　■娘とぶつかる夫

　中３の長女が反抗期です。私は「うるさい」「くそばばあ」などと言われてもかわしているのですが、問題なのは夫。子どもの反発に、「何だ、今の言い方は！」と、どなり返します。それをたしなめ、夫婦ゲンカになることも。夫に娘とのつきあい方を考えてもらいたいです。

　＜静岡市　アロマセラピスト　森野裕子さん（４９）＞

　◇否定せずに引き離す

　＜回答＝諸富祥彦・明治大教授＞　言い返さないとなめられる、父親のプライドに関わると思っているのではないでしょうか。

　反抗期の子どもに父親がとる対応は、大きく三つに分けられます。（１）母親に任せて関わらない（２）怒る（３）理性的に話をする。このうち、（３）を選んでもらえたらと思います。

　わかっていただきたいのは、子どもが反抗しても親を下に見ているわけではないということ。反抗するのは親を乗り越えたい思いがあったり、学校や友人関係など他のことでイライラして感情が制御できなかったりするからです。無礼なことを言われても一時的なものと割り切り、受け流すようにしましょう。

　と言っても難しいので、父と子が言い争いになってしまったら、母親は２人を引き離して下さい。「お父さんの気持ちもわかるけど、反抗期だから大目に見ましょう」などとフォローして、夫を否定しないようにする。夫には少しずつ、わかってもらえばいいと思います。

　■摂食障害の長女

　長女は中３の頃から、ダイエットと過食を繰り返しています。高校は進学校に入ったのですが、太っているのを気にして成績も落ち、高３で不登校になりました。摂食障害は家庭環境も影響することを本で知り、不安になりました。自立の時期に親が関わりすぎて、自分で決めることを妨げてしまった気がします。

　＜西日本在住　５０代主婦＞

　◇逃げ場作ってあげて

　＜回答＝生野照子・浪速生野病院心身医療科部長＞　摂食障害の要因は一つではなく、考え方や行動特性、精神的な問題も含め、複合的な要因で発症します。今は特に、やせた体形を礼賛する社会的な要因が大きい。いじめなど学校の問題が影響していることもあります。ダイエット自体を否定すると反発するので、思春期の行き過ぎたダイエットは、危険が大きいことをまず伝えましょう。保健室の先生や本を通じて伝えた方が受け入れやすい。家族の会に参加し、体験談などを参考にしてもいいでしょう。

　親は日常的な関わりを通して治療の力になり得ます。ただ生死などに関わる重大時以外は、夫婦の一方は斜めの位置にいて、逃げ場を作ってあげて下さい。摂食障害の人は融通性に欠けることがあります。夫婦の意見が違えば「いろいろな考え方がある」と気づくきっかけになります。

　親は意見を言ってもいいですが、答えを先に出しちゃダメ。勇気がいりますが、迷う時間を与えましょう。答え合わせをしようとしてきたら再び意見を伝え迷わせる。そのうち「ほどほどのいいところ」を突いてくる。そのプロセスが子どもを成長させます。「子どもが問題行動を起こして自身が成長した」という親も多い。山に登るのはしんどいですが、登った人にしか見えない景色があるのです。（畑山敦子、杉原里美）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11094201.html?_requesturl=articles%2FDA3S11094201.htmlamp
・（くらしの扉）怒りをコントロール　まず深呼吸、向き合うのは後（4月21日）
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　家庭や仕事場で、だれかに対してつい怒りすぎたとか、怒りをいつまでも引きずってしまったという経験はありませんか。対処法を探りました。

　筑波大の湯川進太郎准教授（臨床社会心理学）は「怒りを感じない人はいない。怒り＝悪ではありません」と言う。

　湯川さんによれば、怒りとは自分の権利や尊厳が不当に侵害された時などに起きる感情や体の状態のこと。怒りを感じなければ必要な時に正当な主張ができない。また、怒りは「相手を見返そう」と前向きに努力する原動力にもなる。

　だからといって怒りをストレートにぶつけると人間関係を壊してしまう。無理にため込むのも健康によくない。「時間の経過にそって、上手にコントロールすることが大切です」

　　　　＊

　イラっとした時、大事なのは怒りから注意をそらして冷静になることだという。よく使われるのが心の中で１０まで数える方法。長くゆっくりと息を吐くのも心を落ち着ける効果がある。

　怒りは時間とともに薄れ、１～２週間後には忘れてしまうことが多い。時間がたっても忘れられないような時は、客観的に怒りと向き合い、心の中を整理することが大切という。

　湯川さんが勧めるのが、紙に書き出すこと。怒った時の出来事や自分の気持ちを３日程度、繰り返し書く。「自分は本当はどうしたかったのか」「相手の気持ちや事情」「自分にプラスになったことはないか」などの視点も加えて書き出す。様々な視点で繰り返し文章にすると、怒りを相対的に見られるようになり、心の整理に役立つ。

　ただし、注意も必要だ。怒りが少しずつおさまり「書いてもいいな」と思えるようになってからでないと、怒りが再燃する恐れがある。また、落ち込みやすい人はさらに落ち込んでしまう心配もある。そういう時は、カウンセラーに相談するなどの方法が向いているという。

　　　　＊

　相手に怒りを伝えた方が良いと思う時もある。上手に伝えられる方法はないものか。

　企業などの研修を請け負う日本アンガーマネジメント協会の安藤俊介代表理事は「事実を正確に表現することが大切です」と話す。

　腹をたてている時は、自分の立場を強調しようと「いつも」「絶対」「必ず」といった大げさな表現を使いがちだが、これは逆効果。遅刻が多い人に「いつも遅刻する」と注意すると、相手は「遅刻しなかった日もある」と反発したくなる。

　相手がことさらに「責められた」と感じるような言い方は避ける。お勧めなのは主語を自分にした言い回しで、怒りの原因を具体的に伝える方法。たとえば仕事中に同僚のおしゃべりがうるさい時、「あなたたちが話をしているとイライラする」と言うのと、「私は、ここで話をされると仕事に集中できなくて困っている」と言うのでは、相手の受け取り方に違いが出るという。（長富由希子）

　＜８割がイライラ＞　みんな、どれぐらいイライラしているのか。連合総研の２００７年の調査では、民間企業に勤める２０～５０代の７９％が「最近１カ月でイライラする」ことが「よくある」か「時々ある」と答えた。ベネッセ教育総合研究所の１０年の調査では、生後６カ月～就学前の子どもを持つ母親のうち、５４％が「子どもがわずらわしくて、イライラしてしまうこと」が「よくある」か「時々ある」と答えている。

　＜気分転換には＞　イラっとしたら気分転換も大切。厚生労働省が２００７年、全国の１５歳以上の約８千人にストレス対処法を聞いたところ（複数回答可）、「趣味を楽しんだり、リラックスする」（３８％）、「テレビを見たりラジオを聴く」（３７％）、「なんとかなると楽観的に考える」（同）が多かった。

　＜ストレスチェック＞　自分は職場でどれぐらいストレスを受けているのか。厚生労働省のウェブサイト「こころの耳」（ｈｔｔｐ：／／ｋｏｋｏｒｏ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／）にある「５分でできる職場のストレスチェック」で調べられる。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11095556.html?_requesturl=articles%2FDA3S11095556.htmlamp
・最高裁、異例の量刑見直しか　大阪・虐待死の裁判員裁判（4月21日）
　大阪府

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/寝屋川市.html" \o "寝屋川市のトピックスを開く" 寝屋川市で２０１０年、１歳の娘に暴行を加えて死なせたとして傷害致死罪に問われた両親の上告審で、最高裁第一小法廷（白木勇裁判長）は２１日までに、検察・弁護側双方の意見を聞く弁論を開くことを決め関係者に通知した。二審の結論を変える際に必要な弁論を行うため、裁判員裁判で求刑（懲役１０年）の１・５倍にあたる懲役１５年とした一審・大阪地裁判決を支持した二審の大阪高裁判決が見直される可能性がある。

　関係者によると、一、二審の量刑が見直される公算が大きいという。裁判員制度が５年前にスタートして以来、市民から選ばれた裁判員の判断を尊重してきた最高裁が、裁判員裁判で導かれた量刑を不当とすれば極めて異例の事態だ。

　一、二審判決によると、岸本憲（あきら）（３０）と妻美杏（みき）（３１）両被告は三女への暴行を繰り返し、岸本被告が１０年１月に自宅で三女の頭をたたくなどして死亡させた。

　裁判員が審理した一審判決は「虐待事件に今まで以上に厳しい罰を科すことが、児童の生命を尊重しようとする社会情勢に適合する」と量刑理由を説明。高裁も夫婦側の控訴を棄却したため、２被告が上告していた。

http://www.asahi.com/articles/ASG4N5W1LG4NPTIL00B.html
・（社説）子どもを守る　カメラは脇役に過ぎぬ（4月25日）
子どもや街の安全を、どう守るか。これを機会に、それぞれの地域で冷静に考えたい。

　東京都が通学路への防犯カメラ設置を促す事業を始めた。

　全ての小学校区に５台ずつ付けられるよう、２５億円に近い補助金を用意する。ただし、設置は義務ではない。それぞれ地元のＰＴＡや町会で、必要性を判断してもらう。あくまで地域の合意が大前提だという。

　子どもの安全に投資すること自体に、異論はまずあるまい。大切なのは、今どんな危険がどの程度あるのかを知り、それを防ぐには防犯カメラが有効なのかを考えることではないか。

　防犯カメラの普及は１９９０年代末ごろから加速した。当時は犯罪の認知件数が増える一方、検挙率は落ちていた。

　通学路や学校で子どもが襲われる事件も続いた。通学路を見守る活動が広がったが、続けるには苦労も多い。「カメラがある方が安心」との意識が市民に広がったのは無理もない。

　しかし、今は検挙率が底を打ち、子どもの犯罪被害はこの１０年ほどの間に大きく減った。

　厚生労働省の統計では、事件より交通や生活の中の事故、自殺で亡くなる子の方がはるかに多い。他殺にも身内による虐待死が多く含まれる。それらの防止策を優先した方が、命を守る効果は高いかもしれない。

　防犯カメラには、犯行を思いとどまらせる一定の効果はあるだろう。ただ、あくまで「点」の守りであり、街全体を「面」で守ることはできない。人の目を補う道具にすぎないと考えるべきだ。

　また、使い方を誤ればプライバシーを脅かす。映像の保存期間や、見てよい人の範囲を話し合って厳格に守る必要がある。

　機械に頼り切ってしまうと、失うものもある。危険に気づく力、対処する力である。

　人付き合いの薄れた街は、いざ不審者に入り込まれた時にはもろい。地震などの災害に見舞われた時にも困る。

　カメラを付けた他の街では、どのくらい犯罪が減ったのか。わが街はどの時間帯にどの場所が危ないのか。行政に情報の開示を求め、自分たちの身を守る方法を自分たちで考えたい。

　機械の目より人の目だ。通りに面した家からこぼれる明かりや人の気配にも不審者を遠ざける効果はあろう。そんな街づくりの工夫を話し合うのもいい。

　なにより、ぬくもりのある街は住みやすい。安全をどう守るかを考えることは、どんな暮らし方をしたいかを考えることでもある

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11102901.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11102901
・（社説）ハーグ条約　子どもの利益を第一に（4月22日）
国際結婚が破綻（はたん）した。父と母はそれぞれ別の国に住むことになった。その場合、子どもはどちらと暮らすべきか。

　子はまず、元々住んでいた国の親の方に戻す。そして、その国で親権や、その後の面会について決めることを原則とする。それがハーグ条約である。

　９０カ国以上が加盟しており、日本でも今月、発効した。

　海外で結婚生活を送っていた日本人の親が子と帰国する。外国人の親が日本から子を連れ出す。いずれのケースもある。

　どちらであれ、これまで連れ去られた親の側にとれる有効な手立ては少なかった。また、連れ去った親が外国当局から誘拐犯扱いされることもあった。

　元々家族が暮らしていた国での解決を後押しするのは理にかなう。ただ、親の事情は千差万別であり、なかなか原則通りにいかないこともあろう。

　最優先すべきは、子にとって最善の解決策をとることだ。それを基本としておきたい。

　条約の対象は１６歳未満の子。連れ去られた先の国に、その子を捜して元の国に戻す支援をする責任がある。

　日本国内に子がいる場合、その親が応じなければ、東京または大阪の家裁が連れ戻しの是非を判断し、強制的に親から引き離すこともある。

　まずは父母の話し合いによる合意をめざすべきなのは、いうまでもない。弁護士会などは国と提携した民間の調停機関づくりを進めている。言語や文化、法の違いに配慮し、海外から援助を求める人にも納得してもらう対応をしてほしい。

　父母の対立が深刻だと家裁の関与は避けられない。条約では子に重大な危険があれば、連れ戻しを拒むことも認めている。

　とりわけ連れ去った方の親が配偶者の暴力に耐えかねて帰国したケースでは、子を戻すリスクをどのように考えるかは難しい。条約の理念は尊重しつつ、できるだけ実態を把握、勘案したうえで判断すべきだ。

　条約は、連れ戻しを拒む子の意思も尊重している。家裁は子が本心を話しやすい雰囲気づくりをすることも必要だろう。

　国際結婚は今後も増えそうだ。日本では離婚後は一方の親が親権をとるが、他の先進国では共同で子育てにかかわるのが一般的だ。婚姻関係にかかわらず、子は成長過程で父と母の双方とのふれあいを必要とするという考え方が根底にある。

　こうした海外の事情を考えるとともに、日本でも、離婚した両親と子育ての役割をめぐる論議を高めてはどうだろうか。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11097371.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11097371
・歩みを力に　性的少数者、理解求め２０年　東京でパレード（4月28日）

　レズビアンやゲイ、性同一性障害などＬＧＢＴの人たちへの理解を求めるパレードが２７日、東京都の代々木公園周辺であった。「あなたの友だちにもＬＧＢＴはいます」など思いを込めた言葉を書いたボードや、性の多様性を象徴する虹色の旗を掲げ、約３千人が渋谷や表参道の繁華街を歩いた。

　今年は、セクシュアルマイノリティー（性的少数者）による日本初のパレードから２０年の節目になる。首相夫人の安倍昭恵さんや、作家の乙武洋匡さんも参加した。女性から男性への性転換手術を受け、性別変更を申請中の会社員（２７）は、「性別を変えられるのは先駆者のおかげ。悩んでいる人はまだ大勢いる。自分も力になりたい」と話した。

　ＬＧＢＴは、レズビアン（Ｌ）やゲイ（Ｇ）、両性愛のバイセクシュアル（Ｂ）、心と体の性が一致しないトランスジェンダー（Ｔ）の総称。電通総研の２０１２年調査によると、成人約７万人のうちＬＧＢＴの割合は５・２％だった。パレードは５月６日まで連日開く「東京レインボーウイーク」の一環。詳細はウェブサイト（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｏｋｙｏｒａｉｎｂｏｗｗｅｅｋ．ｊｐ／）。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11108409.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11108409
・福岡）里親に関心持って　福岡市が啓発ＤＶＤ（4月29日）

　虐待や親の病気など、様々な事情で実の親と暮らせない子どもを育てる「里親」に関心を持ってもらおうと、福岡市がＤＶＤをつくった。完成発表会が２８日、同市内であり、関係者ら約３０人が参加した。

　市内の里親家庭や、子ども５、６人を家庭で育てる「ファミリーホーム」での日常が、子どもの表情や里親の語りとともに描かれている。２９分と１３分のダイジェスト版の２種類。里親制度について説明するため、公民館などで開く出前講座などで使うという。

　市こども支援課の草場浩子・里親事業推進係長は「出前講座で話しても、『実際の風景』が伝えられなかった。映像で、イメージもわきやすくなると思う」と話す。制作費は約５００万円。

　福岡市では、社会的な養護を必要とする１８歳未満のうち里親のもとで育つ子どもの率を示す里親委託率が０４年度末で６・９％だったのが、１２年度末には３１・５％に。市が民間団体と一緒に里親を増やす運動に取り組み、伸び率は児童相談所がある自治体の中で最も大きかった。今年３月末時点で里親のもとで暮らす子どもは０４年度末の２７人から１４７人に増えている。

　一方で、新しく里親家庭に入る子どもは、１２年度は５１人いたのが、昨年度は２７人とほぼ半減した。市こども支援課では「新たに預けられる里親さんが少なかった。親と子の相性もあり、里親は必要とする子の数倍の数が必要」と説明する。

　福岡市里親会の天久真理会長（６４）は「すぐに里親にならなくてもできることはたくさんある。少しでも関心を持ち、関わって頂ければうれしい」と話す。（山下知子）

http://digital.asahi.com/articles/ASG4X5FKXG4XTIPE02J.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG4X5FKXG4XTIPE02J
・自主避難、家計に不安　悩み、状況で差　福島世帯調査(4月29日)
　東京電力からの慰謝料が少なく経済的不安が大きい自主避難者、帰還時期が定まらず心身を損ねる避難指示区域からの避難者――。福島県が２８日に公表した東電福島第一原発事故などで避難した全世帯へのアンケートは、悩みの違いを浮き上がらせた。

　違いの一つは、自主避難者の６１・７％が訴えた生活資金の不安だ。東電から１人あたり月１０万円の慰謝料を受け取れる避難指示区域からの避難者は４１・８％だった。自主避難者への慰謝料は極めて少ない。

　福島市内で放射線量が比較的高い地区から妻と幼い息子２人とともに自主避難している中手聖一（なかてせいいち）さん（５３）は避難前、障害者団体の相談員をしていた。２０１２年７月までに一家は４人とも札幌市へ避難。他の自主避難者らと介護ヘルパーの派遣事業を立ち上げたが、今月からようやく出るようになった自身の給料も避難前に届かない。

　子育ての不安も、同区域からの避難者は１２・６％だったが、自主避難者は２３・９％だった。

　「福島では祖父母と暮らしていた娘から、いろんな世代と関わって成長する機会を奪ってしまった」。同県伊達市から岡山県に自主避難した菅野久美子さん（３５）はそう話す。周囲の自主避難者には、生活費などを節約するため、子どもが望む習い事をさせられない家族もいるという。「多くの自主避難者は『子どものため』にと思って避難しているが、その生活が子どもにがまんを強いていることに罪悪感も持っている」と話した。

　一方で健康面では、自主避難者の世帯が体については５５・９％、心については４１・１％が不安を感じていたのに対し、同区域の避難者世帯は、体について６４・７％、心については４９・３％が不安を抱えていた。福島県は、帰還時期の見通しが立たないことによる精神的な不安や、手狭な仮設住宅などでの生活が心身に影響しているとみている。

　町内全域が避難指示区域の同県浪江町の男性、小関俊美さん（６９）は酒量が増えた。同町から約７０キロ離れた同県桑折町の仮設住宅の近くには国道が通り、騒音もある。「酒を飲まないと眠れない」。事故後に前立腺がんを患って手術し、通院中だ。「浪江にいつ戻れるかわからないことや、仮設の狭さはストレスだ」

　浪江町など、同区域が大半を占める双葉郡医師会顧問の井坂晶医師は「避難先では顔なじみの医師もおらず医療機関にもかかりづらくなっていると思われる」と話す。

　http://digital.asahi.com/articles/DA3S11109893.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11109893
*毎日新聞

・チャイルドライン:震災原発事故後、福島からの発信急増　抑えてきた不安噴き出す？　／宮城

(4月3日)
　◇昨年４〜１２月、４４％アップ−−前年同期比

　１８歳以下の子どもの悩みを無料の電話相談で受けるチャイルドラインに東日本大震災と東京電力福島第１原発事故後、福島県内からの発信が急増している。昨年４〜１２月は前年同期比４４％増の１万４５８３件に上り、宮城、岩手を含めた被災３県の中でも２０１１年から２年連続で増加しているのは福島だけ。チャイルドラインこおりやま（郡山市）の小笠原隼人事務局長は「時間の経過と共に、今まで抑えてきた子どもたちの不安や悩みが噴き出している可能性がある」と指摘している。

　ＮＰＯ法人チャイルドライン支援センター（東京都）が電話の発信地を県別に分類した。福島県では１１年４００９件▽１２年１万１０１件▽１３年１万４５８３件−−と２年連続で増加。宮城県では１１年１万１１２３件▽１２年１万２３０１件▽１３年９０２０件−−で１３年は前年同期と比べて２７％減少した。岩手県は１１年１万５６件▽１２年５７５６件▽１３年８８３７件−−で、１２年にいったん減少し、１３年は前年同期比５４％増だった。

　チャイルドラインは全国７６団体がボランティアで実施している。共通のフリーダイヤルに電話すると、各地の相談員が取る仕組み。被災３県の全小中高校生には震災後、同ＮＰＯが教育委員会を通して電話番号を記したカードを毎年９〜１１月に配っている（岩手のみ１２年は未実施）。

　回線や相談員が不足しているため、１３年に着信したのは各県で２７〜３３％にとどまった。このうち会話ができた電話を内容別に分類すると、各県とも人間関係の相談が多く、宮城が２５０件で全体の２３％を占め、福島は２０３件（１７％）、岩手が１２９件（１５％）。いじめの相談は福島１３４件（１１％）と顕著で、宮城８５件（８％）、岩手５２件（６％）だった。福島では進路・将来も７３件（６％）と目立った。

　全国統計では、人間関係９２８９件（１７％）▽雑談８１４６件（１５％）▽性への興味・関心５５０３件（１０％）−−の順に多く、いじめは３４６３件（６％）だった。

　小笠原事務局長は「原発事故で大人も避難生活や将来への不安を抱えている。親が子どもの悩みを聞く余裕がなくなったことが福島からの電話相談が増加した背景に考えられる。周りのサポートが必要だ」と話している。

　チャイルドラインは日曜を除く午後４〜９時、０１２０・９９・７７７７。【蓬田正志】

◇被災３県の相談内容（上位５項目）
　【福島】
人間関係　　　　　２０３（１７）
いじめ　　　　　　１３４（１１）
雑談　　　　　　　１２１（１０）
性への興味・関心　　８３　（７）
進路・将来　　　　　７３　（６）

　【宮城】
人間関係　　　　　２５０（２３）
雑談　　　　　　　１１２（１０）
性行動　　　　　　　９３　（８）
性への興味・関心　　８８　（８）
いじめ　　　　　　　８５　（８）

　【岩手】
雑談　　　　１８０（２１）
人間関係　　１２９（１５）
恋愛　　　　　７９　（９）
いじめ　　　　５２　（６）
性の多様性　　５２　（６）
　※カッコ内は全体に占める割合（％）

http://mainichi.jp/area/miyagi/news/20140403ddlk04040057000c.html
・特集ワイド:ニュースアップ　ＤＶ被害者のシェルターを運営する人々　そしてまた一軒、救いの手＝地方部・坂口佳代（4月9日）
　◇身銭切り、おびえる女性ら支援

　ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）被害者の一時避難所になっている民間シェルターが、この２０年間で急速に増え、全国で１００カ所を超えた。１９９６年に大阪府内で開設した上田美江さん（７７）は先駆けの一人である。全国のシェルターと連携し、ＤＶ防止法制定にも取り組んだ。昨年、体調の悪化などからシェルターの閉鎖を決めたが、上田さんの活動を知った人たちが新たに開設するなど、支援の輪が広がっている。

　上田さんは毎年、ＤＶ被害者の女性たちから年賀状を受け取る。今年は１０枚だった。いずれも上田さんのシェルター「スペースえんじょ」を利用し、その後自立して新たな生活をしている人だ。

　送り主の一人は長年夫から暴力を受けていたが、約１０年前、５０歳のころに逃げ込んできた。離婚してケアマネジャーの資格を取り、ようやく平穏な暮らしを手に入れた。しかし最近、元夫に住所を突き止められ、おびえながら暮らしているという。上田さんは「このままでは被害者は死ぬまで追いかけられ、安心できない」と懸念する。

　上田さんは長年勤めたＮＴＴを５７歳で早期退職した。９６年４月、退職金を元手にマンションを借り、シェルターを開いた。ＮＴＴ時代に大阪府主催の講座で女性の人権について学び、「暴力を受けた女性が癒やされる空間を作りたい」と考えたのがきっかけだった。

　◇草分け、上田さん

　被害者は当初、年間２０件程度だったが、すぐに倍増した。滞在は２週間まで、１泊１５００円で食費は自己負担となる。被害者は滞在中に離婚手続き、仕事や新居探しなど自立に向けた準備をする。自立できない場合は生活保護を申請する。上田さんは行政機関や弁護士、不動産業者などに同行し、シェルターの寝具交換や掃除などもこなした。

　被害者の約半数は着の身着のままで逃げて来る。利用料が払えない人は、上田さんが食費も含めて面倒をみた。自立のめどが立たないまま行き先を告げずに出て行ったり、夫の元に戻ったりする人もいた。上田さんは「背景に女性の貧困問題がある。暴力を振るわれても夫に依存せざるを得ない状況は深刻だ」と指摘する。

被害の実態が明らかになるにつれ、全国から法律を求める声が上がった。上田さんは他のシェルターの運営者とともに国会に通い、ＤＶ防止法の制定を働きかけた。２００１年、議員立法で防止法が成立。都道府県などに配偶者暴力相談支援センターが設置され、相談や保護の態勢が拡充された。被害者の一時保護が民間シェルターに委託され、委託費が支給されるようになった。
　◇「同じだったから」

　そのころ、府内に住む斎藤優子さん（６９）＝仮名＝と三男（４１）が上田さんのシェルターを見学に来た。斎藤さんは２１歳で結婚して以来、夫から暴力を受け、４０代で離婚に踏み切る。家政婦などをしながら育てた３人の息子が独立し、「同じ境遇の人を救いたい」とシェルターの開設を考えていた。

　上田さんのシェルターのベランダには、子供連れで逃げて来る人のために三輪車や遊具があった。それを見た三男は「お母さん、明日からでもシェルターやろう」と言った。母親が暴力を受けるのを見て育ったため、子供への影響を何より心配していた。

　０２年２月、斎藤さんは府内に一軒家を借りてシェルターを始めた。これまでに受け入れた被害者は３０８人に上る。加害者に知られないよう２回移転し、現在は３軒目だ。

　３月上旬に訪ねると、４人の子供を連れて逃げて来たフィリピン人女性が滞在していた。住宅街にある２階建ての家は、外から見る限りシェルターとは分からない。子供たちはけんかをしたり騒いだり、一日中落ち着かないという。「母親へのＤＶを見ていたのが原因ではないか」と、斎藤さんは子供たちの内面を案じる。

　シェルターの家賃や光熱費など約１０万円は、建設会社を経営する三男が負担してくれる。斎藤さんもお金のない人は利用料を免除し、食事なども提供している。子供が風邪をひけば、無償で診てくれる診療所に連れて行く。三男は「腹いっぱい食べさせてやって。そのために働いているんだから」と言って、物心両面で母親の斎藤さんを応援している。

　◇個の活動に限界も

　上田さんは、行政機関などから依頼を受け、各地でＤＶについて講演してきた。高知県に行った時、終了後に駆け寄って来た女性がいた。「会いたかった。あの時受け入れてもらえなかったらどうなっていたか」。かつてシェルターを利用した人だった。上田さんがやっていてよかったと思うのはこんな瞬間だ。岡山市では、上田さんに講演を依頼した人がシェルターを始めた。
　上田さんは０４年、車の運転など全面的に協力してくれた夫を亡くした。その後、関節炎を患い、０９年からシェルターを休業。再開を模索していたが、体力、気力が続かずやめることを決めた。受け入れた被害者は延べ約４３０人。「女性が一方的に暴力を振るわれることへの怒りが原動力だったが、限界も感じた」と上田さん。一部の被害者には委託費が出るようになったが、運営者に負担がのしかかる実態は変わっていない。

　６８団体でつくる「全国女性シェルターネット」の近藤恵子共同代表は「民間シェルターは一時保護だけでなく、就労や生活支援まで一手に担っている。被害者は身一つで逃げてくるので、サポートすればするほどお金がかさむ。国や自治体の財政支援を受けられるよう法制度で位置づけるべきだ」と話す。個人の志だけでは限界がある、と今回の取材から改めて痛感した。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇ＤＶ防止法

　夫婦間や内縁関係などの暴力が対象。被害者の申し立てに基づき、裁判所が保護命令を出す。加害者に対する６カ月間の接近禁止命令と２カ月間の退去命令があり、違反者は１年以下の懲役または１００万円以下の罰金。警察庁によると、２０１２年の警察の認知件数は４万３９５０件、保護命令の発令は２４８２件。

　◇ＤＶ被害者の一時保護

　各都道府県にある婦人相談所が直営施設で保護するか、婦人保護施設、民間シェルターなどに委託する。１人当たり１泊７６５０円（大人、１４日以内）の委託費が支払われる。これとは別に、民間シェルターに直接駆け込むケースは委託費は出ない。全国で３２都道府県がシェルターに財政支援している（１２年度見込み）。ＤＶ相談ナビは電話０５７０・０・５５２１０（２４時間、最寄りの相談窓口を音声ガイドで案内）。

http://mainichi.jp/area/news/20140409ddf012040020000c.html
・いじめ:小中学生にアンケ、４６９５人が「不安」　メールなどで中傷増−−横浜市教委　／神奈川
（4月11日）

　横浜市教育委員会が市立小中学校の児童生徒を対象に実施したいじめに関するアンケートで、４６９５人が「いじめやトラブルで不安を抱えている」と回答したことが分かった。２０１２年の前回調査より減ったものの、メールなどで中傷されるケースは増加しており、市教委は目に見えないいじめが広がっている可能性があるとみて、教職員への研修や保護者への働きかけなどで早期発見に努める。【飯田憲】

　アンケートは２０１２年に続き２回目で、市立小中学に通う全約２６万７０００人を対象に１３年１２月、各校を通じて無記名で実施した。

　「不安を抱えている」との回答の内訳は小学生が２７６９人、中学生が１９２６人。前回調査より合計で５４９人減少したが、学年別で見ると最多が中学１年の８４０人、２番目が小学６年の７２１人と、大きく環境が変わる小学校から中学校への進学時期に、トラブルが発生しがちなことが分かった。

　不安を抱える時期は小中学校とも、年度初めの４月、体育祭や文化祭などの学校行事が多くなる１０、１１月に集中。進級や入学に伴う環境の変化や、学校生活に慣れ始めた時期の人間関係のこじれが、いじめにつながる可能性がうかがえる。

　いじめやトラブルの内容（複数回答）は「冷やかしや悪口を言われる」が８３・１％と最多で、次いで「ぶたれたり蹴られたりする」（２６・９％）、「仲間はずれや集団での無視をされる」（２２・５％）−−など。ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）などを使って「パソコンや携帯電話で中傷される」（４・７％）は前回調査の１・７倍に増えた。

　市教委は、今回のアンケートを踏まえ教職員向けのいじめ対策の手引を作成。保護者向けに子供がスマートフォンを利用する際の注意点をまとめたリーフレットも配布し、いじめ防止を呼び掛ける。

　市教委人権教育・児童生徒課は「数字上は減少しているかもしれないが、大人が把握できていないいじめは依然として少なくないはず。子供たちの様子を丁寧に把握できるよう教職員の意識を高め、未然防止につなげたい」としている。

http://mainichi.jp/life/edu/news/20140410ddlk14100299000c.html
・ＳＯＳ・なくせストーカー:ＤＶ離婚、７年後に襲撃被害　「不安」伝わらず　警察も「切迫性なし」（4月11日）
　＜Ｓｔａｍｐ　Ｏｕｔ　Ｓｔａｌｋｅｒ＞

　神奈川県伊勢原市で昨年５月、ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）の果てに離婚した元夫（３３）に路上で刺され、瀕死（ひんし）の重傷を負った３０代女性が毎日新聞の取材に応じた。事件前、元夫からの襲撃の不安を訴える女性のＳＯＳを、警察を含めた周囲は真剣に取り合わなかった。心身の傷が今も癒えない女性は「被害者の思いを、そのまま受け止めてほしい」と繰り返した。【河津啓介、藤沢美由紀】

　◇事件前、周囲に相談

　女性が、大学で知り合った元夫と結婚したのは２００４年のことだ。待っていたのはささいな理由での暴力と罵声で虐げられる日々だった。相手の機嫌を損ねないよう神経を擦り減らした。

　「膨らんだ風船がいつ破裂するかというようにおびえ続けた。緊張が解けるのは殴られる瞬間だけ」と振り返り、毎日の生活を「『痛み』と『痛み』の間にずっと続く『恐怖』がある。それが全てだった」と表現した。

　会社勤めの女性が家計を支えていたが、逃げようとは考えなかった。奴隷のような扱いに正常な判断力さえ奪われ、「自分は駄目な人間。この人の元でしか生きられない」と思い込んでいた。

　０５年末、妊娠中に実家に逃れた。突然、「家を出て大丈夫じゃないか」との考えが浮かんだからだ。翌年離婚が成立したが、元夫は「どこまでも追い詰める」と言い放った。

　寄る辺のない土地の避難施設に移り、パートで働いた。育児に追われ、身も心も疲れ果て倒れたこともある。いつか元夫が襲ってくると考え、親子で偽名を使って家族にも居場所を伏せた。口座開設や病院の診察では本名を明かさなければならず、「元夫の知り合いが見ないように」と祈りながらペンを握った。

　それでも暴力のない世界は人間らしさを取り戻させてくれた。耳に入る音楽を「いいな」と感じ、起きる時間や食べ物などを選べる幸せは、硬い心を少しずつほぐした。

　昨年５月。小学生になった長男と自宅近くを歩いていたときだった。後ろから突然大きな衝撃を感じた。骨が削れるほどの力で刺され、体内の血液の半分を失ったが、奇跡的に命は取り留めた。

　殺人未遂罪などに問われた元夫は昨年１２月に懲役１２年の判決を受け、服役した。それでも女性は身を隠す生活を続けている。

　「事件前と不安は変わらない。次は助からないでしょう。離婚しても７年後に襲撃された。懲役１２年だからといって安心できる要素がありますか」

　事件前、切羽詰まった不安を周囲に訴えても「思い詰めない方が良い」「考えすぎ」と言われた。危機感が伝わらず、失望し孤独を深めた。最後のとりでの警察にも切迫性はないと判断された直後の惨事だった。

　「警察官らの受け止め方次第で命が左右されないようになってほしい」。女性は祈るように求める。ＤＶに苦しむ女性に向け「人間らしい感覚まで奪われ被害の自覚がない人もいるでしょう。まず『逃げていい』と気付いてほしい」と語った。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇事件の概要

　２０１３年５月２１日朝、神奈川県伊勢原市の路上で、女性が元夫に牛刀（刃渡り約１８センチ）で首などを刺され重傷を負った。元夫は離婚した０６年、裁判所からＤＶ防止法に基づく計１年間の接近禁止命令を受けたこともあり、女性は地元市役所に住民基本台帳の閲覧制限をかけていたが、元夫は探偵などを使って女性の住所を特定した。事件１カ月前、女性は自宅近くでカメラが取り付けられた自転車を見つけて県警伊勢原署に相談したが、探偵業関係者の所有と判明しながら署員は女性に連絡しなかった。別の署員も、類似した状況が２年前にもあったという情報を女性から得ながら上司に報告しなかった。県警は昨年７月、女性や子どもに対する危険情報を集約し、現場で被害者保護や加害者の逮捕にあたる「人身安全事態対処プロジェクト」を発足させた。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◆ＤＶ被害の主な相談窓口

　◇よりそいホットライン（運営は一般社団法人社会的包摂サポートセンター、０１２０・２７９・３３８）。通話料無料の同番号に架電し、音声ガイダンスに従い、３番の「性暴力、ドメスティックバイオレンスなどの女性の相談」の回線を選ぶ。相談員が２４時間常駐で相談を受け付ける。

　◇各都道府県や自治体の配偶者暴力相談支援センター（内閣府のホームページｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｅｎｄｅｒ．ｇｏ．ｊｐ／ｅ−ｖａｗ／ｓｏｕｄａｎｋｉｋａｎ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌに一覧が掲載されている）

　◇最寄りの警察署

http://mainichi.jp/shimen/news/20140411ddm041040128000c.html
・いじめ:小中学生、意識アンケート　４割が「される側にも問題」　相談相手、先生の割合低く　／兵庫（4月11日）
　◇「ひょうごユースケアネット」が調査

　いじめについて、県内の約４割の小中学生が「される側にも問題がある」と考えている−−。不登校やひきこもりなどの青少年を支援する「ひょうごユースケアネット推進会議」が実施したアンケート調査で、そんな結果が出た。

　調査は、推進会議が昨年９〜１０月、県内公立小中学校１１校（小学校７校、中学校４校）の小学５年、中学２年の児童生徒を対象に実施した。いじめへの意識などをアンケート形式で質問し、児童３５１人、生徒３５６人の計７０７人が回答した。

　その中で、「いじめはされる側にも問題があると思いますか」との質問に対し、小学生の４３・３％、中学生の３９・６％が「そう思う」と回答。「そう思わない」の２７・６％と１９・９％を大きく上回った。「わからない」は２８・２％と３９・６％だった。

　また、「いじめを受けても自分は命を絶つことは絶対にないと思いますか」との質問に対し、小学生の１９・１％、中学生の１１・５％が「そう思わない」と回答。「その時にならないとわからない」も２９・９％と３３・７％だった。

　いじめられた場合は誰に相談したいかとの質問に対しては、小学生で最も多かったのは「家の人」で７８・３％だった一方、中学生は「友達」が４９・４％と最多だった。「先生」と回答したのは小学生で３７・９％、中学生で１７・４％にとどまった。

　こうした結果について、推進会議座長を務める小林剛・県立神出学園長は「（児童生徒が）いじめという行為を、人権の問題として十分にとらえきれていない。教育者や親は、絶対にしてはならないとの人権の視点できちんと教えなければならない」と指摘。相談相手で先生が少ないことについては「子ども側の先生への信頼を取り付ける努力を、先生が日常的にしていくことが大切」とする。

　県教委によると、２０１２年度の県内公立小中学校のいじめ認知件数は計２９４４件（小学校１８００件、中学校１１４４件）。県は先月、学校・家庭・地域の役割を明確にした「県いじめ防止基本方針」を策定しており、県民総がかりでのいじめ問題の解決を目指す。【久保聡】

http://mainichi.jp/life/edu/news/20140411ddlk28100309000c.html
・パラリンピック:報奨金の増額検討−−日本障がい者スポーツ協会（4月12日）
　日本障がい者スポーツ協会は、パラリンピックのメダリストへの報奨金を現行の１．５倍程度に増額する方向で検討を始めた。金メダリストは１００万円から１５０万円、銀は７０万円から１００万円、銅は５０万円から７０万円とする案が浮上しており、５月２０日の臨時理事会で協議する。日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）から五輪メダリストへの報奨金（金３００万円、銀２００万円、銅１００万円）との格差是正を求める声が上がっていた。関係者によると、東京都の舛添要一知事の意向を受け、都側が３月、協会に増額を要請。今月に入り、財源として、協会に一部配分される東京マラソンの寄付金を充てることなども提案した。下村博文・文部科学相は１日の記者会見で「（五輪メダリストと）同じ金額となるよう政府がどのような支援ができるかの検討も含め、世論作りなどのフォローをしたい」と話していた。

http://sportsspecial.mainichi.jp/news/20140412ddm012050037000c.html
・しらかば帳:見つからない言葉　／長野（4月16日）

　かけるべき言葉がなかなか見つからない。駒ケ根市の教育長、小木曽伸一さんは昨秋、盗撮の容疑で逮捕され、懲戒免職が決まった市立小の男性教諭と向き合っていた。ようやく絞り出したのは「人としてやり直せ」。担任だった子供たちとどこかで偶然会うかもしれない。その時には更生し、生き直している姿を見せてほしいと願ったからだ。

　立場上、懲戒処分を受けた教諭と話す機会は度々ある。「体罰で停職になった教師になら『これから頑張ろう』と言える」と振り返る。事件後、校内に誰もいないのを見計らって男性教諭は私物を整理した。学校は内定していた給食関係の表彰を辞退した。

　小木曽さんは先月、事件の経過や再発防止に必要だと思うことをまとめた。校務外の非行は想定できなかったと反省し、「職場の同僚性」を高める環境づくりが大切だという。ありきたりと言えばそれまでだが、対策が「内部告発の勧め」に行き着くのも悲しい。【飯田・横井信洋】

http://mainichi.jp/area/nagano/news/20140416ddlk20070033000c.html
・くらしナビ・ライフスタイル:ハーグ条約の基礎知識（4月16日）
　結婚が破綻した夫婦の一方が外国に子を連れ去った場合の子の扱いを定めた「ハーグ条約」が１日、日本でも発効した。日本人夫婦でも適用される場合がある。条約の基本的な知識をＱ＆Ａでまとめた。

Ｑ　日本はなぜ加盟？

　Ａ　条約は、片方の親が１６歳未満の子を加盟国から別の加盟国に連れ去った場合、原則として子を元の国に返還しその国で子の養育環境を決めるルールを定める。残された親が子との面会を求める「面会交流援助」の手続きもある。日本では離婚後、片方の親が親権を持つ「単独親権制」だ。一方、欧米を中心とする加盟国の主流は離婚後も両親が養育にかかわる「共同親権制」。加盟の背景には、米国などから日本人女性による子の連れ帰りが多発し、外交問題化したことがある。

Ｑ　どんな場合適用？
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　Ａ　残された親が子の返還を申請するには、子が１６歳未満で、連れ去りが、条約発効後に発生▽加盟国間の連れ去り▽残された親の「監護権」（子を養育する権利）を侵害している−−などの要件がある。これらを満たした親が加盟国の裁判所（日本では東京・大阪の２家裁）に申し立てると、子を連れ去った親は返還命令を受ける。

　返還しなくてよいのは、（１）連れ去りから１年以上たち、子が新しい環境になじんでいる（２）返還が子の心身に重大な危険を及ぼす（３）意見を考慮すべき年齢に達した子が返還を拒否している−−などの事情を連れ去った親が証明した場合のみだ。日本では（２）の「重大な危険」について国内法で、子が暴力を受ける恐れがある▽連れ去った親が、子の心理的外傷となる暴力を受ける恐れがある−−などの事情を考慮するよう規定された。

Ｑ　該当する場合は？

　Ａ　国内外からの子の返還や面会の援助申請を受ける日本の担当部局は外務省ハーグ条約室（０３・５５０１・８４６６）だ。同省はウェブサイト（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/)で条約の概要や、返還と面会援助の申請方法を詳しく紹介している。

　日本にいる子に対し返還や面会を求める外国の親や、子を連れ帰ってきた国内の親への弁護士紹介制度も始まった。当事者は同省を通じて日弁連に依頼する。東京、札幌、沖縄など個別の紹介窓口を設置した弁護士会もある。

　当事者の合意があれば、友好的解決をあっせんする「裁判外紛争解決手続き」（ＡＤＲ）機関を利用できる。同省が援助決定したケースは、同省と委託契約する５機関＝表参照＝を利用すれば、費用の援助も受けられる。

Ｑ　日本人同士でも？

　Ａ　条約は、婚姻中の日本人夫婦の一方が、もう一人の親の同意を得ずに子連れで海外に移住するケースなども含まれる。国際家事事件に詳しい大谷美紀子弁護士は「婚姻中は共同親権で双方の親に監護権があるので、返還対象になる可能性が高い」と話す。

　海外に住んでいた日本人夫婦の一方が無断で子を連れて帰国した場合も、元いた国が、単に短期間滞在していたのではない「常居所地」と判断されれば返還の対象になる。

　一方、日本人夫婦が離婚後、親権を持つ方の親が子を外国に連れ出した場合は、調停などで子との面会を取り決めていたとしても「監護権がないため、返還対象にはならない」という。【反橋希美】

　◇国際結婚、気をつけることは

　２０１２年の人口動態統計によると、国際結婚の約２万４０００件に対し離婚は約１万６０００件。大谷美紀子弁護士は「厳しいようだが、結婚の際に離婚の可能性も視野に入れて情報収集を」と忠告する。離婚後も夫婦が共同親権をもつ国で暮らしていた場合、「離婚しても子が成人するまで、子連れで日本に戻って暮らすのは簡単ではないと覚悟した方がよい」。子と外国に転居するには裁判が必要だ。

　フランス人の夫と同国内で離婚裁判中の４０代女性は「離婚を考えてから申請するまで１０年以上かかった」と語る。子の前で暴言を吐くなど、夫からの精神的な暴力に悩んだが「日本に子連れで引っ越せば誘拐になる」。ボランティアなど積極的に外に出て交友関係を築くことから自立の一歩を踏み出した。約３年前に夫の暴力が裁判所に認められ、別居。日本語講師をして生計を立てているが「行政機関や在外公館、女性センターなどへの相談が大事」と話す。

　一方、外国人配偶者と日本で暮らしていた人の離婚について、大谷さんは「日本の法律が適用される可能性が高いが、面会交流の頻度など相手国の文化を配慮して、子の養育環境を決めることが大切」と助言する。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◆外務省が委託契約するＡＤＲ機関◆

第一東京弁護士会仲裁センター

電話０３・３５９５・８５８８

第二東京弁護士会仲裁センター

電話０３・３５８１・２２４９

東京弁護士会紛争解決センター

電話０３・３５８１・００３１

公益社団法人総合紛争解決センター（大阪市）電話０６・６３６４・７６４４

沖縄弁護士会紛争解決センター

電話０９８・８６５・３７３７

　＊電話はいずれも日本語のみ。手続きは日本語、英語での対応が可能（大阪市の総合紛争解決センターは韓国語も可）。

　◆弁護士費用の立て替え相談◆

法テラス電話０５７０・０７８３７４

　＊ハーグ条約の事案については、海外在住の外国人も法律扶助が利用できる

http://mainichi.jp/shimen/news/20140416ddm013100007000c.html
・社説:少年法改正　「更生が原点」を大切に（4月18日）
　今国会で改正少年法が成立した。１８歳未満の少年に対し、無期懲役に代わって言い渡せる有期懲役の上限を、１５年から２０年に引き上げた。また、幅を持たせて宣告する不定期刑も「５年〜１０年」を「１０年〜１５年」に上げた。罰則強化の方向性が鮮明になった。

　たとえ少年であっても、重大な犯罪であれば、相応の償いをするのは当然だ。ただし、成人とは一線を画し、「少年の健全な育成」を目的に更生に重きをおくのが少年法の理念だ。その原点を踏まえて、少年審判や裁判の運用がなされるよう司法関係者は心がけてもらいたい。

　少年事件は、成育環境に左右されることが多い。時にいじめや虐待など負の要因が加害行為の背景に横たわる。こうした少年事件の性質に照らし、刑罰を科す司法的な機能だけでなく、福祉・教育的な機能を調和させるのが少年法だ。

　検察が家庭裁判所にまず事件を送致し、刑事処分よりも保護処分を優先させる。少年院送致を含む保護処分の決定は、非公開の少年審判の場で行われる。一方、重大な犯罪については検察に逆送され、成人と同じように公開の法廷で裁かれる。

　だが、少年による凶悪事件に対して「罪に合う罰を」との声が高まり、少年法改正が重ねられてきた。

　２０００年の法改正では、刑事処分の可能年齢が「１６歳以上」から「１４歳以上」に引き下げられた。また、１６歳以上の少年が故意の犯罪行為で被害者を死亡させた時は、検察官への逆送が原則になった。

　今回の法改正もこの罰則強化の流れの延長線上に位置づけられる。少年事件に携わる弁護士からは、懲役の長期化で社会復帰の機会が失われることへの懸念の声が聞かれる。

　罰則強化は必ずしも事件の抑止とならない。刑の選択に当たり、裁判官は少年としっかり向き合い、長い刑を言い渡す場合は、特に慎重に判断してほしい。併せて刑務所での更生教育の一層の充実が求められる。

　少年事件は減少傾向にある。殺人など凶悪犯罪もピーク時に比べ大幅に減っている。全体状況を踏まえて適切に罰する姿勢が肝心だ。

　改正で家裁の少年審判に検察官が立ち会える事件が格段に広がったことも見過ごせない。少年を援助する弁護士が出席できる事件が広がったことに伴う。００年の法改正で、検察官関与が認められたが、殺人など重大犯罪に限られていた。今後、少年事件の過半数を占める窃盗なども対象になる。

　法で定められた「懇切を旨として和やかに」という審判の場が、糾弾的になってはならない。少年の内省を深める機会になるよう、全ての関係者は努めるべきだ。

http://mainichi.jp/shimen/news/20140418ddm005070040000c.html

・性的虐待:発覚も、１カ月男性勤務−−大阪・児童福祉施設（4月19日）

　大阪府は１８日、府内の民間児童福祉施設で入所男児に性的虐待を繰り返した２０歳代の男性指導員を、施設が発覚後１カ月近く勤務させていたと発表した。府は施設を文書で指導し、施設長は１５日付で辞任した。

　発表によると、指導員は２０１２年秋から約１年間で計十数回、寝ている１０代男児の下半身を触ったという。１３年１１月上旬に触った際、目を覚ましていた男児が指導員を問い詰めて発覚した。

　指導員は翌朝、施設長に虐待を申告した。だが施設長は「勤務ローテーションは早急に変えられない」として、１１月末に指導員を懲戒解雇するまで、宿直を含め勤務を続けさせた。さらに児童福祉法で義務づけられた府への通報も、１２月初旬までしなかった。

　府の調査に対し指導員は「子どもを見て思わず触ってしまった」、施設長は「（通報すると）児童に２次被害を生むと思った」と話しているという。【熊谷豪】

http://mainichi.jp/area/news/20140419ddn041040009000c.html
・徳島・長男監禁:３歳長男に首輪　両親に懲役１年６月求刑　検察「自己の遊び優先」−−地裁初公判　／徳島（4月19日）
　３歳の長男に犬用の首輪をつけて拘束したとして、逮捕監禁の罪に問われた徳島市の無職の父親（２７）と元介護士の母親（２３）の初公判が１８日、徳島地裁（吉井広幸裁判官）であり、２人は起訴内容を認めて即日結審した。検察側は「育児を放棄して自己の遊びを優先した。厳しく非難に値する」として２人に懲役１年６月を求刑した。頭を丸めて出廷した父親は、声を詰まらせながら「自分が遊びたかったのを優先してしまった。もう一度息子と向き合いたい」。母親も「夫の母の勧めで首輪を使った。息子に申し訳ない」と涙を流した。

　冒頭陳述で検察側は、長男が動き回って部屋を散らかすなどしたため首輪をつけるようになったと指摘した。

　一方、弁護側は「（２人とも）反省している」と主張。長男の体に虐待された形跡がないことなどから執行猶予を求めた。

　起訴状によると、２人は２月１４日午後５時ごろ、徳島市の自宅マンションで長男に首輪をつけたうえで革製のひもを窓の鍵につなぎ、体の自由を奪ったとしている。

　長男を保護している県中央こども女性相談センターによると、長男は食事や運動、工作などのカリキュラムを順調にこなし、他の子どもとのコミュニケーションも問題ないという。センターは、判決や両親の意向を踏まえて長男の進路を決める方針だ。【数野智史】

http://mainichi.jp/area/tokushima/news/20140419ddlk36040694000c.html
・１５歳のニュース:スクールクライシス学校危機・心と命を救おう　絶えぬ路上生活者への暴力　／大阪（4月26日）
　◆武田さち子さんと考える

　◇いじめによく似た罪悪感のなさ　相手を思いやり、共感する力を

　２０１２年１０月、ＪＲ大阪駅周辺で、路上生活者５人が襲われ重軽傷を負い、６７歳の男性が亡くなりました。警察は、別の強盗致傷事件で逮捕され、一連の襲撃を認めた無職少年２人、飲食店アルバイト、鉄筋工、府立高校生の５人を殺人容疑で逮捕。少年らは事件当時１６歳から１７歳で、同じ中学校の同級生でした。

　男性死亡事件には関与していなかった高校生の少年は、家庭裁判所で中等少年院送致の処分になり、他の少年たちは検察官送致（逆送）され、大人と同じように公開の場で刑事裁判を受けました。

　大阪地裁は今年３月、少年たちの殺意否定について「社会経験の少なさを考えれば不自然ではない」として傷害致死罪を適用。一方で「落ち度のない被害者に暴行を繰り返し、悪質」として、実刑判決を言い渡しました。量刑は、２人を懲役５年以上８年以下、１人を同５年以上７年以下、１人を同３年６月以上５年以下の不定期刑としました。検察と少年２人が判決を不服として控訴しています。

　路上生活者を襲い死傷させる事件は過去にもたびたび起きています。少年だけでなく、大人が関与した事件もあります。

　これらの事件には、さまざまな共通点が見られます。ストレス発散として暴行していること、逮捕までに何度も繰り返していること、相手に大けがをさせたり、死なせたりしても罪悪感が薄いことなどです。とくに少年の場合、集団で襲うことがよくあり、手口も極めて残虐です。直接触れると汚れるからと、エアガンの標的にしたり、鉄パイプなどで殴ったり、靴で蹴ったり、火を付けたり、川に飛び込ませた事件もありました。

　今回の事件も、周辺では路上生活者が寝ているところを突然襲われる事件が連続して起きており、少年らは関与を認めています。少年たちは「助けて」と叫ぶ男性の頭や顔を蹴ったり、何度も踏みつけたりしたうえ、携帯電話のカメラで様子を動画撮影していました。

　少年らは事件後、知人らに「ホームレスをやったった」と吹聴したり、逮捕後も「ストレス解消のため、面白半分でやった」「理由はなく、ノリでやった。思いっきり蹴ったら、死んでしまった」「サッカーボールをシュートするみたいに蹴った」などと話したそうです。

路上生活者襲撃事件は、いじめの構造にとてもよく似ています。自分の存在価値を感じられず、自己肯定感が低い人間が、他人を自分より下に見ることで、自分の価値を上げようとします。無抵抗の相手に暴力を振るうことで強さを強調し、万能感を得ようとし、暴力の原因は自分の心の中にあるということを見ようとはせず、相手の言動に責任転嫁します。「遊び」「いじり」「冗談」などと言って弁解したり、自分の行動を正当化して、罪悪感をごまかします。
　一人では他人に暴力を振るわないような人も、大人数になると、集団の力を頼りに、平気で暴力を振るいます。また、集団で行動するときに一人だけ反対すると、意気地がないと思われたり、仲間からはずされるのではないか、いじめられるのではないかと恐れ、暴行に加わったりします。

　せっかくの仲間が、互いの人生をよりよくするために影響を及ぼしあうのではなく、足をひっぱりあう関係になってしまうのは残念なことです。一時の憂さ晴らしの代償は、とても高くつきます。

　相手の人生や自分の人生に対する想像力と、他人の痛みに対する共感力のなさが、少年たちを残虐な犯行に駆り立てたのではないでしょうか。

　人生はうまくいくときも、いかないときもあります。それはあなたも、路上で生活している人たちも同じです。一生懸命に働いても会社が倒産することもあれば、事業に失敗することもあります。災害で家も職も失うこともあります。自分や家族の病気で働けなくなったり、借金がかさんで生活が立ち行かなくなることもあります。厳しい路上生活を誰が好んでするでしょう。それぞれ事情をかかえながらも、懸命に生きています。その人たちに暴力を振るったり、まして命を奪う権利など誰にもありません。

　少年たちにはしっかりと反省してから社会に復帰し、二度と同じことを繰り返してほしくありません。（ＮＰＯ「ジェントルハートプロジェクト」理事）

http://mainichi.jp/life/edu/news/20140426ddlk27100424000c.html
・ひとりじゃない:セルフヘルプの底力　企業との懸け橋に　発達障害をもつ大人の会（4月26日）
　「当事者の私たちからすれば当たり前のことを、やっと発信できる時が来たと思う」。３月初旬、大阪市内であった企業関係者向けのセミナー。ＮＰＯ法人「発達障害をもつ大人の会」（大阪市中央区）代表の広野（ひろの）ゆいさん（４１）はにこやかに語った。

　発達障害は、落ち着きがなく衝動的な言動のあるＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）や、知的障害のないアスペルガー症候群など広汎（こうはん）性発達障害、ＬＤ（学習障害）の総称だ。広野さんの言う「当たり前のこと」とは、こうした発達に凸凹のある人が働きやすい職場は、誰にとっても働きやすい、ということだ。障害特性を生かせる職場づくりがこれからの企業にとって重要になる。その思いで、会は今、発達に凸凹のある当事者と企業をつなぐ活動に力を入れている。

　広野さんが仲間と会を設立したのは２００８年のことだ。原点に、ＡＤＨＤをもつ自身の体験がある。

　幼い頃から片づけが不得手で、小学校の通信簿には「整理整頓ができない。忘れ物が多い」と書かれていたという。大学卒業後、教授秘書になった。しかし、「相手の言葉の言外の意味が分からない」ために、約１年で離職することに。結婚し、２児の子育てに励むが、「家事ができず」うつ状態にもなった。

　発達障害について書かれた本を読んで、自分が当てはまると感じた。３０歳の時、ＡＤＨＤと診断された。その頃に出会ったのが、北海道のセルフヘルプグループ（ＳＨＧ）だ。ＡＤＨＤの当事者約１５人が集まったイベントに参加し、「思いを分かってもらえる感覚を初めて味わった。心から安心できた」という。

　自身が住む兵庫県芦屋市で０２年に、ＳＨＧ「関西ほっとサロン」を設立。月１回の会合で仲間と思いをわかち合う活動を続ける一方で、社会啓発を一層していこうと、「大人の会」を始めた。大人の会は、会員約１００人。発達障害の当事者団体としては全国でも大きい。両方の会のメンバーで看護師の元村祐子さん（４３）は３０代後半の時に広汎性発達障害と診断された。「仲間と一緒にいると、ありのままの自分でいられる」と語り、自己肯定感が高まったと振り返る。広野さんは「私たちが持っている体験的知識をより社会に広げたい」と語る。

　同会ホームページ（http://www.adhd-west.net/)。【遠藤哲也】

http://mainichi.jp/area/news/20140426ddn013100072000c.html
・課題に挑む:兵庫県立大環境人間学部・竹内研究室　正しいスマホ利用法、啓発（4月28日）
　スマートフォン（スマホ）が急速に普及し、インターネット上で犯罪に巻き込まれたり加害者になったりする未成年も少なくない。どうすればスマホを正しく使えるのか。課題を解決するために昨年３月以降、議論を重ね、実践に移してきたのが兵庫県立大環境人間学部の竹内和雄准教授（４９）＝生徒指導論＝の研究室だ。所属する学生らの活動は官庁、自治体、警察などを巻き込んで、大きく動き始めた。

　●危険性伝えたい

　兵庫県立大のキャンパス（姫路市）で３月５日にあった「ソーシャルメディア研究会」。竹内研究室の呼びかけで官庁、自治体、警察、ＩＴ企業の関係者が集まった。小中高校生にスマホの便利さと危険性を「どのように」伝えるか。議論は学生が主導し、連携の方法を模索。「多様な団体の後援を受けて啓発動画コンクールを開催する」などのアイデアが出された。

　京都府警、兵庫県警の担当者は「検挙だけでなく予防に力を入れたい。スマホのトラブルについて、中学や高校から講演依頼が急増しており、民間企業の協力が必要だ」と口をそろえた。総務省近畿総合通信局の担当者は「トラブルの未然防止に向けて、子供が主体的に動ける環境整備を進めたい。学生の力に期待している」。消費者団体の関係者も出席し「トラブルの実態や対策を子供に呼びかける時、年齢が近ければ訴える力が違う」と話した。

　●中高生を調査

　竹内研究室所属の学生と自治体の連携はすでに始まっている。学生は１月、兵庫県猪名川町の町青少年健全育成推進会議が主催する「ＩＮＡＧＡＷＡ（いながわ）スマホサミット」に協力。サミット開催に合わせて、ソーシャルゲームをつくる「ディー・エヌ・エー」（東京都渋谷区）とともに、町内の全中高生（４校、１３５８人）を対象にスマホと携帯電話の利用の実態を調査した。

　調査によると、所有率は中学生が３６％、高校生は８２％。「午前１時以降に就寝する割合」はスマホの所有者が２３％、携帯電話の所有者が１１％。「１日の利用が３時間以上の割合」はスマホ所有者が５４％、携帯電話が１５％だった。スマホ所有者が生活面で大きな影響を受けていることが分かった。

　また、スマホ所有者で「会ったことのない人とメールやＬＩＮＥ（ライン）をしたことのある」割合は５９％と６割に上り、「ネットで知り合った人と実際に会った」割合も１７％と２割近くを占めた。調査を担当した竹内研究室の下村陽信（はるのぶ）さん（２１）＝理学部４年＝は「実際に調査をしてみて、報道では分かりにくい深刻な実態があることに驚いた」と話す。

　サミットには町内の約２０人の中高生も参加した。「自分たちでスマホの利用のルールをつくる」「リアル（現実社会）のコミュニケーションを大切にする」「書き込んでよいのか、ダウンロードしてよいのか、立ち止まって考える」という「スマホ宣言」を採択した。宣言は町内の各学校生徒会を通じて、生徒に紹介されている。竹内研究室の学生の活動に触発された高校生が今年度、独自に「スマホの生徒手帳」を作成し、中学生に向けて紹介するという計画も進行中だ。

　●企業、行政と連携

　民間企業への協力も進む。竹内研究室の学生は、インターネットのセキュリティーソフトをつくる「デジタルアーツ」（同千代田区）と共同し、スマホ向けの「スマホにひそむ危険　疑似体験アプリ」のシナリオを製作し、３月に公開した。無料でダウンロードできる。

　アプリは「出会い系被害」「個人情報漏えい」「高額請求」「ネットいじめ」「スマホ依存」のようなスマホにおける代表的な被害を疑似体験することができる内容だ。学生は過去の調査や自身の体験をもとに、「ゲーム依存」と「友達とのトラブル」のシナリオを担当した。製作に関わった長野愛子さん（２０）＝環境人間学部３年＝は「報道されるような深刻な事例でなく、日常で起きるトラブルを意識した」と言う。

　竹内准教授は１年間の活動を振り返って「学生の力はものすごい。社会のために役立ちたいという意識もある。だが、大人が機会を与えるなどのフォローが必要。いろいろな団体と連携して学生の力を活用したい」と総括する。神戸市が今年度と来年度の２カ年をかけて市内の全小学校でスマホとの上手な付き合い方についての講演を企画しており、竹内研究室も協力する予定だ。学生は４月以降、プレゼンテーションの練習に熱を入れている。【水戸健一】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇これまでの竹内研究室

　学生は昨年３月、竹内准教授が２０１２年に大阪府寝屋川市の小中校生を対象に実施した調査を検証。スマホ所持が生活習慣を変えてしまうことを実感した。課題を解決するため、官公庁やＩＴ企業などと連携して「ソーシャルメディア研究会」を設立。スマホに関する実態の調査をしながら、兵庫県内の小中高校で講演し、スマホの正しい使い方を呼びかける活動を続けている。

http://mainichi.jp/shimen/news/20140428ddm013100019000c.html
・追跡やまがた:県いじめ防止基本方針策定　社会一体となり根絶「見えないもの見る力を」　／山形（4月28日）
　国のいじめ防止対策推進法を踏まえ、県教育委員会は今月１７日、「県いじめ防止基本方針」を策定した。（１）基本的な考え方（２）施策（３）ネットいじめの対応（４）重大事態の対応（５）点検・評価と不断の見直しの全５章で構成。県や市町村、学校、家庭、地域など社会一体となり、いじめ根絶を目指す。【鈴木健太】

　「いじめは学校の問題と捉えがちだった。しかし、さまざまな分野の方が協力し、社会全体で取り組むことが大事。きょうはその第一歩になった」。吉村美栄子知事は１７日、県いじめ問題対策連絡協議会の初会合を終え、そう手応えを述べた。

　初会合は県庁で開かれ、県教委や市町村教委協議会、校長会、県ＰＴＡ連合会、県警など２７組織が集まった。この日は昨秋から検討を進めてきた「県いじめ防止基本方針」の策定を承認した。

　　　◇　　◇

　基本方針は、いじめを巡る全国各地の反省を生かし、随所に踏み込んだ表現がみられる。

　いじめの定義について「対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」として被害者側の視点を重視。いじめ防止については、地方公共団体、学校の設置者、学校・教職員、保護者それぞれの責務を定めた。

　いじめを早期発見するため、アンケートやチェックリストの活用を推奨。特にアンケート実施の際は「周りの様子を気にせず記入できるよう、質問内容を工夫したり、無記名式とする」とした。

　いじめを認知した場合、学校はその日のうちに被害者の保護者に連絡。加害者には、必要に応じ、別室指導や罰当番、出席停止の厳しい対応で臨む。

　自殺など重大事態の際は、３日以内に初期アンケートを行う。第三者を交えて調査を始め、被害者の保護者に対し、調査結果など情報を適切に提供する。

　そのほか「いじめがあったという姿勢で真実に向き合う」「不都合があっても、事実に向き合う姿勢が重要」「いたずらに個人情報保護を理由に説明を怠ってはならない」など、学校側への「忠告」も盛り込んだ。

　大津市のいじめ問題などを受け、いじめ防止対策推進法が昨年６月に成立した。国は全国の自治体に対し、同法を踏まえた基本方針の策定を求めている。今回の策定もその一環で、県教委は３年後をめどに見直しを図る。

インターネットにつながる携帯ゲーム機やスマートフォンの普及に伴い、最近のいじめは見えにくい。今回の基本方針もネットいじめの対応を大きく扱い、掲示板管理者やプロバイダーへの削除要請の手順を詳述した。
　１７日の初会合でも、ネットいじめは話題に上がった。山形大地域教育文化学部の河野銀子教授は「従来に比べ、いつ、どこで、誰でもいじめに関与できる。大人は意識やスキルを上げ、『見えないものを見る力』が必要だ」と呼び掛けた。

http://mainichi.jp/life/edu/news/20140428ddlk06100177000c.html
*産経新聞

・発達障害も不登校の要因に　根強い誤解「怠けている」（4月1日）
　２日から発達障害の啓発週間。誤解を受けやすい障害のため、理解を深める活動が各地で行われる。例えば、不登校の要因の一つとされるが、専門家からは「怠けているという誤解が根強い」との指摘がある。発達障害のある４人の子供の不登校を経験した堀内祐子さん（５７）は講演や執筆活動を通じて自身の子育てを伝えてきた。（寺田理恵）

◇

　◆子供の意思を尊重

　堀内さんと外資系企業の社長を務める夫との子は長女、長男、次男、三男の４人。全員に発達障害とアトピー性皮膚炎、ぜんそくがある。上の３人はアスペルガー症候群（言葉の発達や知的発達に遅れのない自閉症）。長男はＡＤＨＤ（注意欠陥・多動性障害）とＬＤ（学習障害）、次男はＡＤＨＤもある。三男はＡＤＨＤのみと診断された。

　４人で交通事故が計７回、堀内さんが救急車に乗った回数は１０回を超える。４人とも不登校の時期を経験。成人した長女は結婚し、長男は働いている。

　今は２５歳になった長女の不登校期間は長く、６年に渡った。登校が難しくなったのは小学３年の終わり頃。きっかけはいじめだったが、原因が取り除かれても、１日行くと２日休むという状態が続いた。

発達障害のある子供は、感覚過敏のために長時間の集団生活で疲れやすいなどから不登校になることがある。しかし、当時は発達障害そのものがあまり知られておらず、長男のパニックなど次々と起こる問題に、堀内さんはどうすればいいか分からなかった。

　「娘に学校に行ってほしいと思うのは、自分の不安を解消したかったからでした。娘が決めたことを尊重し、娘が『行かない』と言ったときは学校へ行かない娘をサポートしました」

　親として積極的に学校の教員とコミュニケーションを取り、校長から「居場所が家庭にあるのはすばらしい」と理解を示されるなど、ほとんどの教員と良い関係を築けたという。

　長女は引きこもらず、地元の劇団で厳しい指導を受けて舞台に立ち、親以外の大人から褒められたことが自信につながった。中学３年の夏、アスペルガー症候群との診断を受けたが、定時制高校に通いながら働き、ヘルパー２級資格を取得した。自活できる収入を得て、１８歳で１人暮らしを始めた。結婚し、今は海外で暮らす。

　◆自ら立ち上がる
　堀内さんは子育てに悩む親らに向け、自らの子育て経験を共著『発達障害の子が働くおとなになるヒント』（ぶどう社）などにまとめ、講演も行っている。「大事なのは子供が働いて自立すること。不登校で道が閉ざされたと思いがちですが、その間に充電できれば子供は自分で立ち上がります」と話す。

不登校の問題に詳しい星槎（せいさ）教育研究所（東京都新宿区）の三森睦子所長は「不登校の背景には、その子供に発達のデコボコがあるケースが見られる。能力があっても細かい所にこだわるあまり、ペースが遅くなって『怠けている』と誤解されたり、コミュニケーションがうまくいかなかったりして、学校で自信をなくす子がいる」と指摘する。
　そのうえで、「こうした子供たちに対し、得意な分野の能力を引き出す教育が重要だ。不得意な分野でも特性に合った学び方で成果を出せる子供もいる」と理解を求めている。

◇

【用語解説】発達障害啓発週間

　国連が２００７（平成１９）年に制定した「世界自閉症啓発デー」の４月２日に合わせ、厚生労働省は２日から８日までの１週間を「発達障害啓発週間」と位置付け、発達障害への理解を深める啓発活動を集中的に行っている。

　国内では平成１７年に発達障害者支援法が施行され、啓発対象を自閉症も含めた発達障害に広げた。日本自閉症協会などと連携し、２３年から毎年４月２日、東京タワー（東京都港区）のブルーライトアップを実施している。今回も東京タワーのほか、横浜マリンタワー（横浜市）や通天閣（大阪市）など約３０カ所でブルーライトアップが実施される。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140401/edc14040108180001-n1.htm
・世界自閉症啓発デー　低い認知度に衝撃「３年で追いつく！」（4月2日）
２０１４年４月２日の「世界自閉症啓発デー」を多くの人に知ってもらうため活動する「Ｇｅｔ　ｉｎ　ｔｏｕｃｈ」の東ちづる理事長（左から２人目）＝２０１３年１０月６日（山下元気さん撮影、提供写真）

　４月２日は国連が定めた「世界自閉症啓発デー」。この日のことをより多くの人に知ってもらうため、世界各地のランドマークがブルーに染まる。東京タワーでもブルーライトアップ点灯式（厚生労働省など主催）が行われ、一般社団法人「Ｇｅｔ　ｉｎ　ｔｏｕｃｈ」が、イベント「Ｗａｒｍ　Ｂｌｕｅ　Ｄａｙ　２０１４」を開く。どうしてこのイベントを行うようになったのか。理事長を務める東ちづるが、この日への思いを語った。（SANKEI EXPRESS）

　私が、４月２日は国連の定めた「世界自閉症啓発デー」だと知ったのは、２０１２年の初夏でした。

　それまで２０年以上、難病の患者さんや障がいのある人、生きづらさを抱えた人、色とりどりの人たちと一緒に活動をしてきました。けれども、２００７年の国連総会で、４月２日が「世界自閉症啓発デー」に決まり、各国のランドマークをブルーにライトアップする活動が行われていることを、知る機会がなかったのです。　米国の自閉症サポート団体「Ａｕｔｉｓｍ　Ｓｐｅａｋｓ」がニューヨークで開いた自閉症啓発の国際会議に出席。１３カ国の代表者が自国の自閉症啓発や支援などの取り組みについて発表する中で、４月２日にどれだけの建物や街がブルーに染まり、それがどれだけ報道されたかが話題になり、初めて知ったのです。

あの時の衝撃は忘れられません。日本ではほとんど報道されず、認知されていない。ある国からは「自国の２０年前のようだ」と驚かれました。そして、思わず私は「２０年の遅れを、日本は３、４年で追いつきます」と口走っていたのです。もちろん何の考えも計画もありません。ただの勢いです。
　それから約１年後の２０１３年４月２日、「Ｇｅｔ　ｉｎ　ｔｏｕｃｈ」はブルーに染まる東京タワーの下でライヴイベントに挑戦しました。「世界自閉症啓発デー」というお堅いネーミングの日をいかに身近に感じてもらうか。この日のことを、報道してもらうために何ができるか。自閉症という特性を知ってもらうにはどうすればいいのか。まさに挑戦でした。

　当日は、バケツをひっくり返したような土砂降りの雨と強風でした。ですが、私たちの心配をよそに１４００人以上の来場者が集まったのです。そこには、日本の本来の姿がありました。車いすの人、ダウン症の人、知的マイノリティーの人、セクシュアルマイノリティーの人、もちろん発達障がい、自閉症の人も。老若男女という枠を超えた色とりどりの人たち。マジョリティーもマイノリティーもないボーダーレス。まぜこぜの人たちでした。みんなでブルーキャンドルを手に歌い、リズムをとり、笑い、あっという間に時間が過ぎました。

　もちろん課題もみえましたが、新たな社会への扉も開けたのではと実感できたのです。

　はてさて、２０１４年の今日はどうなることやら。たくさんのまぜこぜの笑顔がつながりますように。

　気軽に自由に遊びに来てください。

自閉症の人たちを取り巻く環境や支援の現状について、ＮＰＯ法人「東京都自閉症協会」の今井忠理事長（７０）に聞いた。
　自閉症は、脳の機能の違いが原因となる生まれつきの障がいの一つ。だが、その違いを説明することがとても難しい。毎日、接している親でも、本人の中で何がどう見え、どう感じられ、どう認識されているのか想像することができない。いつも「えっ！　そう反応するの？」と驚かされる。

　生物学的な意味での自閉症は増えていないらしい。にもかかわらず、教育や雇用などの社会生活で配慮を必要とする対象者は増加している。それは彼らにとって安心して能動的に関われる場所が得られにくくなっているからだと思う。今の日本では、自然という穏やかな環境が生活圏から消え、人為的、人工的なものばかりになった。情報が飛び交い、人との交渉能力が必要とされ、多数派の人たちを効率的に機能させる社会へと加速度的に進んでいる。

　ちょっと昔には、農業や個人の商店といった、本人の特性を理解し、その力に応じた役割を任せられる多様な場があったのだ。この環境変化は特に自閉症の人たちにとっては過酷である。彼らの生きづらさの原因はそこにあると思う。

　彼らは安心して参加できる場を必要としている。そしてそんな場を求めているのは、自閉症の人たちだけではない。彼らが生きやすい社会は、皆にとっても生きやすく安心できる社会なのだと思う。自閉症問題は、現代社会への警告なのではないか。（談）

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140402/trd14040218330011-n1.htm
・大震災、「障害者」はどうやって身を守ったか（4月3日）
　近い将来起きるとされる南海トラフ巨大地震などの大災害時に、難病患者や障害者は自らの命をどう守ればいいのか？　死者・行方不明者が１万８千人を超え、最大約４７万人が避難を余儀なくされた東日本大震災の発生から３年が過ぎた３月２２日、兵庫県伊丹市でその参考になりそうなフォーラムが開かれた。「避難中に人工呼吸器のバッテリーがなくなった」「車いすを持ち出せなかった」。宮城県で被災した難病患者や障害者、その家族、施設の担当者ら９人が語った恐怖の体験とは－。

　

人工呼吸器が止まる

　月に数回通っていた宮城県名取市のデイサービスセンターで被災した桜井理さん（３８）は筋肉が徐々に衰える筋ジストロフィー患者で、生活には人工呼吸器が欠かせない。

　激しい揺れの後は、施設の職員らと市役所に避難。間もなく施設は津波に見舞われた。「わずかでも避難が遅れていたらと想像すると、ぞっとする」。夕方、迎えに来た父親の車で自宅に戻ったが、停電が続いていたため、人工呼吸器の内臓バッテリーと外部バッテリー、車のシガーライターを数時間ごとに交互に使いながら命をつないだ。

　ところが４日目、内蔵バッテリーの残量が少なくなったうえ、外部バッテリーにつなぐインバーターが２台も不具合を起こした。そこで、停電から復旧していた仙台市の叔母宅に家族と避難することにしたが、出発直前、警告音とともに呼吸器が停止。母親が移動中の車内で、手動で呼吸を確保する機器を約２０分間にわたって操作して叔母宅にたどり着き、何とか危機を乗り切った。

普段から入浴時に機器を使っていたことが幸いし、桜井さんは「呼吸器が停止して慌てたが、パニックを起こすことはなく落ち着いていた」と振り返った。
　

普段から備え

　桜井さんは平成１５年から、２４時間人工呼吸器を使用している。震災前から防災意識は高く、不測の事態に命綱となる外部バッテリーやインバーターは自宅の決まった場所に保管。月に一度は充電し、定期的に買い替えていた。シガーライターから呼吸器の電源を確保することも想定し、車のガソリンが半分以下になったら必ず給油する“決まり”も設けていたという。

　震災に遭っても避難所に行くのが極めて困難なため、寸断されたライフラインが復旧するまで自宅で過ごせるよう食料なども準備。外出時には外部バッテリーやインバーター、懐中電灯を車いすに備え付けていた。

　震災を機に「命には代えられない」と発電機を購入したほか、新しいインバーターや情報収集のためのスマートフォン（高機能携帯電話）も買いそろえた。

　

「体験を教訓に啓発を」

　「患者や家族、周囲の人たちが『最悪の事態でも手動の機器があれば、命を救うことができる』という共通認識を持つことが重要」　桜井さんはこう語り、日常的に医療機器を使用する人や家族は手動の機器を用意し、使い方に慣れておく必要があると指摘。こうした人たちが災害時に医療機器の電源を確保できるように、デイサービスセンターなど障害者を受け入れる施設や自治体の施設は発電機を常備しておくことが望ましいと強調した。

　昨年、かかりつけの病院の協力を得て、外出が難しい在宅療養者がつながりを持てるようにする組織をつくり、各地で講演も続ける。桜井さんは「体験を生かし、地域で暮らす災害弱者の防災面の啓発に取り組みたい」と力を込めた。

偶然が重なり避難
　障害者を受け入れる施設は震災にどう向き合ったのだろうか。

　宮城県名取市の沿岸から約１・２キロにあったある施設は津波で全壊したが、サービス管理責任者の菊地浩さんは「偶然が重なり、利用者を避難させることができた」と振り返る。

　偶然とは、（１）お茶の時間で利用者が２カ所に集まっていた（２）利用者の送迎に備えて車両や運転手が待機していた（３）施設を運営する社会福祉法人の理事長と施設長、事務長のトップがそろっていた－の３つ。震災直後に携帯電話で情報を収集した職員が津波の危険性を察知し、約１０分後には６台の車両で、職員約３０人と利用者約４０人が近くの駅前に避難。さらに内陸の体育館へと避難し、迎えに来た家族に利用者を引き渡した。菊地さんは「迅速な判断で命拾いしたが、施設の側に迷いがあれば、避難できなかったかもしれない」と話す。

　フォーラムでは、震災３カ月後に職員を対象に実施したアンケートの結果も紹介した。それによると、施設は海から近い場所にあったにもかかわらず、津波を想定した訓練をしていなかったことへの指摘に加え、「携帯電話を１台しか持ち出せなかった」「利用者の車いすを持ち出せなかった」といった反省の声が多かったという。

　同じことが繰り返されてはならない。菊地さんは「失敗談を参考に、対策を立ててほしい」と参加者に呼びかけた。

　

飲料水備蓄、事業継続計画（ＢＣＰ）策定へ

　宮城県岩沼市の就労支援センター園長の佐々木健一さんは、震災で浮き彫りとなったさまざまな課題の解決に向けた取り組みを報告した。

断水に見舞われ、仙台市内の職員の自宅の井戸から水を確保したという経験を踏まえ、震災後は施設に３日分の飲料水を備蓄したほか、発電機や蓄電池、拡声器なども準備。災害時の送迎のルールを利用者の家族にあらためて周知したという。
　マグニチュード（Ｍ）９・０、最大震度７という巨大地震で危機管理計画がまったく機能しなかったため、新たに震度６強以上を想定した危機管理計画を作成。衛星電話を使った情報収集や安否確認の訓練を行うことを盛り込んだ。さらに今年の秋をめどに、事業継続計画（ＢＣＰ）を策定する方針という。

　

支援協定が縁

　一方、阪神大震災で被災した障害者を支援した実績があり、東日本大震災の被災地にも入ったＮＰＯ法人「ゆめ風基金」（大阪市東淀川区）理事の八幡隆司さんは発生から１週間後に東北の被災地に入り、避難所の見回りを続けた。障害者はほとんどおらず、自宅で耐える障害者と家族の姿が目立ったという。「被災して自宅で暮らしている障害者は誰にも頼れず孤立し、支援の手からもれる可能性がある」。八幡さんはこう警鐘を鳴らし、「あらかじめ避難する場所を決めておいた方がいい」と提案する。

　フォーラムには障害者やその家族、施設の関係者や民生委員ら約１００人が参加し、関心の高さをうかがわせた。主催した伊丹市社会福祉協議会は震災後の２３年７月に宮城県岩沼、名取の両市の社会福祉協議会と支援協定を結び、がれき撤去や仮設住宅でのボランティアを募りバスツアーなどを行ってきた。

　震災に備え、身体が不自由な人たちに対してはこうした連携や情報交換が欠かせない。その上で、東日本大震災の記憶を風化させることなく、その教訓を踏まえ、南海トラフ巨大地震などに備えた実効的な対策が求められている。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/140327/wlf14032720160014-n1.htm
・「子供の貧困対策」７月に大綱案（4月4日）
　政府は４日、首相官邸で子供の貧困問題などを協議する「子どもの貧困対策会議」（議長・安倍晋三首相）の初会合を開き、支援対策の大綱案を７月に作成する方針を決めた。

　首相は「貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、環境整備や教育の機会均等を図る対策は極めて重要だ」と述べ、１人親家庭や生活困窮世帯への学習支援などを推進する方針を示した。

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140404/plc14040417580018-n1.htm
・親不同意でも特別養子縁組　宇都宮家裁「子供の福祉のため」（4月8日）
　他人が出産した女児を出生直後から７年間育ててきた栃木県の５０代の夫婦が、特別養子縁組を結べるよう求めた家事審判で、宇都宮家裁が実の親の同意がなくても「子供の福祉のため」と縁組を認める決定をしていたことが８日、分かった。２月１０日付で、４月２日に確定した。
　特別養子縁組は実親が育てられない子供を養父母と縁組する制度。女児は虐待を受けておらずこうしたケースで実親の同意なしで縁組が認められるのは異例。
　間部泰裁判官は「実の親からは女児との交流や経済的支援の申し出もない。新たな親子関係を築くことが子供の福祉のためだ」と指摘した。民法上、特別養子縁組の成立には実親の同意が必要だが、例外として虐待などのほか「子供の利益を著しく害する」場合が認められており、間部裁判官は、この規定に該当すると判断した。
　最高裁によると、特別養子縁組の成立は平成２４年に３３９件。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140408/trl14040821080003-n1.htm
・アスペルガー症候群と子育て　明治大学国際日本学部教授　藤本由香里（4月16日）
　最近、「発達障害」「アスペルガー症候群」という言葉をよく聞くようになった。だがその実際は、まだよく知られているとはいえない。記事などで取り上げられることがあっても、「理解が必要な弱者」という扱いがほとんどだ。そんな中で、「アスペルガー」の実態を、当事者の立場から「へえ、そうだったのか！」と目からウロコの面白さで読ませてくれるマンガ作品が複数登場している。

　その一つが、自身がアスペルガー障害を持つ作者が、周囲から「ちょっと変わった子」と思われながら、保育園から小学校に入学し、小学４年生でＬＤ（学習障害）とＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）の診断を受けるまでを描いた自伝的コミック、沖田×華（ばっか）『ガキのためいき』だ。

　例えば保育園で、×華ちゃんが「他の子と話しているのを見たことがない」。これは×華ちゃんが、がやがやしているところでは特定の誰かの声を選択的に聞き取ることができないためだ。だから園児がたくさんいる保育園では、先生の声も聞こえなければ、自分に話しかけている友達の声も聞こえない。

　逆に、そんな×華ちゃんには、コンピューター学習はとても向いている。ヘッドホンで周囲の音を遮ることができるし、教室で突然当てられるといった予想外のことは起こらず、自分のペースで順番に問題を解いていける。だけどそれが理解されていなければ、「コンピューターまかせなんて手抜き」と、親にむりやり塾を替えられてしまうのだ。

また、×華ちゃんは病院で「手のイボを取らないで～！！」と大泣きするが、これは、左右の区別が難しい×華ちゃんが、右手のイボを左右を判断する基準にしていたためだ。
　その他、強いストレスがかかると口がきけなくなってしまうのに、相手からは意地になって黙り込んでいると思われるなど、本人から事情を説明されると理解できることがたくさんある。アスペルガーの症状は人によって違うとはいえ、このマンガを読むと、その一端が理解できる。

　何よりこの作品は、マンガとして面白い。この作者の他の作品をもっと読みたいという気持ちにさせるのだ。

　もう一つ、逆に、アスペルガー障害を持つ親、それも男親が専業主夫として子供を育てたら…という設定なのが、逢坂みえこ『プロチチ』だ。

　優秀なエンジニアだった夫はアスペルガーによる対人障害をかかえていて、会社をクビになってしまう。そんな時期に、編集者である妻が妊娠・出産し、彼は「プロの父親」＝「プロチチ」に！　何事も予定通りでないと不安を覚える彼にとって、予測のつかない子育ては苦難の連続だ。だが、「パートタイムの母親がフルタイムの父親にかなうと思うか？」。彼は「プロの父親」として、彼にしかできない、きっちりとした中に愛情ある子育てを日々実践していく。

　これらを読んでいると、子供が育つということは、なんという奇跡なのだろう、と思う。アスペルガー症候群と子育て。教えられることは大きい。

http://sankei.jp.msn.com/entertainments/news/140416/ent14041611000004-n2.htm
・所在不明の子供の実態把握へ　虐待防止で初の調査、今夏公表　厚労省（4月23日）
　児童虐待を防止するため、国は住民票がありながら所在が確認できない子供の実態調査に初めて乗り出す。厚生労働省は今月、全国の区市町村に対し、今年５月１日現在で学校に通っていなかったり、乳幼児検診を受けていなかったりするなど行政機関が本人や保護者と連絡が取れない１８歳未満の子供の数を報告するよう求めた。子供の数は今夏、公表する予定。

　住民票を元の住所に残したまま住まいを転々と変える不安定な生活を送る親子の場合、自治体が生活実態を把握できず、予防接種や保育相談などができないため、健康上の問題や虐待が発生しやすい。平成２２年には大阪市内で、住民登録のない２人の幼児が母親の育児放棄によって餓死する事件が起きている。

　文部科学省によると、就学時期になっても１年以上所在が分からない居所不明の小中学生は７０５人（昨年５月１日現在、日本国籍のみ）。

　文科省では、就学期の子供が不明になっていることを教育委員会が把握した場合、区市町村の母子保健課や児童相談所などに連絡し、予防接種や児童手当の受給歴、虐待の有無などを照会し、事件性がある場合は警察に相談するよう通知。海外にいる可能性が高い場合は東京入国管理局に照会し、出入国記録を確認するように求めている。

今回の調査対象は外国籍の子供も含まれる。厚労省によると、自治体が提出する所在不明の子供の中には、（１）海外に出国している（２）ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）などで住民票を残したまま身を隠している－ケースも一部含まれる見込み。そのため、１１月末までに、自治体がどのように子供を捜したかの報告を求め、子供の実態把握の方法や課題も検討する。
　一方、住民基本台帳に登録されていても転居先が不明で居住していないことがはっきりしている場合、自治体の職権で抹消することができる。その際、子供の住民登録そのものも抹消される。厚労省虐待防止対策室は「現実に居住していなければ行政として接点を持ちようがない。課題があれば総務省と協議する」としている。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140423/edc14042309000005-n1.htm
［衝撃事件の核心 west］
・「お前とろいねん。いっぺん死んだらどうや」人前で１０分近く罵倒する母親、泣き出しそうな幼な子…増える心理的虐待、子の傷に大人は気付かない（4月24日）
怒りに任せ、子供に「死ね」と言ったことはないか。大人は鈍感だ。叱ったつもりで、幼い心の傷に想像が及ばない。暴力を伴わない「心理的虐待」。過去最多を更新し続ける児童虐待の件数で半数以上を占め、爆発的なペースで増加している。対人関係の形成に支障が出るなど、その影響は軽視できない。専門家は「すべての虐待は心理的虐待に発する」と警告する。そして、もう一つ。虐待で死亡した子供の半数近くが心中の犠牲者だ。子供の人生を親の身勝手で奪う行為は「虐待の最たるもの」なのだ。
止まない罵声

　「お前、とろいねん。いっぺん、死んだらどうや」

　４月上旬、大阪市内のある公衆浴場。３０代くらいの女性が、子供に罵声を浴びせていた。

　その一言なら、「口の悪い母親だ」と周囲も聞き流したかもしれない。だが、「死んだらええ」という罵詈雑言（ばりぞうごん）は１０分近く止むことがなかったという。

　今にも泣き出しそうな子供の表情に、たまりかねた利用客の１人が児童相談所（市子ども相談センター）に連絡した。児相によれば、心理的虐待の典型的なケースだ。

　児童虐待防止法が定める虐待は４種類ある。

　身体的虐待▽性的虐待▽怠慢・拒否（育児放棄、ネグレクトのこと）と、心を傷つける心理的虐待だ。

　昨年１年間に、全国の警察が虐待の疑いで児相に通告した１８歳未満の子供の数は２万１６０３人（前年比３１・８％増）。このうち、１万２３４４人（全体の５７％）の通告理由が心理的虐待だった。

　警察庁によると、統計を取り始めた平成１８年はわずか１６８人。それが８年間で７３・５倍になった。身体的虐待の９６８人→６１５０人（６・４倍）▽性的虐待の９１人→１４９人（１・６倍）▽ネグレクトの４７６人→２９６０人（６・２倍）－と比較すると、その突出ぶりがよく分かる。

面前ＤＶの危険

　心理的虐待がこれほどまでに急増しているのはなぜか。
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大阪市内のマンションの一室で幼児２人が放置され死亡しているのが見つかった。ベランダにはごみが散乱している様子が分かる。育児放棄（ネグレクト）も児童虐待の一つだが、毎年過去最高を記録する児童虐待の中で、最も多い虐待の形態は「心理的虐待」という。また、命を奪う心中も「虐待の最たるもの」と位置づけられている

　最大の要因となっているのが「面前ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）」の存在だ。その名の通り、子供の目の前で配偶者に暴力を振るう行為を指す。

　心理的虐待の６割以上は面前ＤＶの被害児童。ＤＶそのものの増加に比例して、虐待の一類型としての面前ＤＶが増え続けているのだ。

　子供にとってＤＶを目撃するショックは大きく、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）を発症するケースも少なくない。

　児童虐待問題に詳しい津崎哲郎・花園大特任教授によると、被害児童は成長しても自分に自信が持てず、人間関係を上手に築けなかったり、学力が伸び悩んだりする傾向があるという。

　津崎特任教授は「虐待というと子供への暴力がクローズアップされがちだが、全ての虐待のベースは心理的虐待。目に見える傷がなくても、ケースによっては躊躇（ちゅうちょ）せずに一時保護に乗り出すべきだ」と話す。

　関西学院大の才村純教授（児童福祉論）も「夫婦間の暴力がどれだけ子供の心を傷つけるのか、気付いていない親は多い」と指摘。「ＤＶの被害者はそのストレスを子供への暴力という形ではき出すこともある」とその危険性に警鐘を鳴らす。

心中までの距離

　一方で、殴る蹴るなどの身体的虐待を受けた子供も６１５０人（同１７・８％増）と過去最多を計上した。その中で、殺人と並んで「虐待の最たるもの」と位置付けられるのが子供を巻き込む心中事件だ。

　大阪府池田市では１月下旬、大阪市嘱託職員の父親＝当時（６３）＝が９歳の娘を包丁で刺した後、自殺した。リビングには父親の筆跡で「娘とともに逝く」と記されたメモ用紙が残されていた。

厚生労働省によると２３年度に虐待で死亡した９９人の子供のうち４１人が心中。継続的な虐待がなくても、ある日突然起きるため、行政にとっては対応が難しい。この池田市のケースでも娘への日常的な虐待行為はなかったとみられ、「なぜ道連れにしたのか、はっきりした理由が分からない」と捜査関係者は話す。
　親子心中に詳しい社会福祉法人「子供の虹情報研修センター」（横浜市）の川崎二三彦・研究部長は「心中は保護者も死亡しているため、原因が究明されにくい。メディアが行政の対応を批評する機会もなく、絶対的に検証が足りない」と言う。

　子供に向ける「死ね」の一言。未来を一方的に奪う心中の理不尽。その間に、それほどの距離はないのかもしれない。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140424/waf14042407000001-n1.htm
・全国に広がり始めた性暴力救援センター　１０都道府県に拡大、大阪で初の全国研修会開催へ（4月26日）
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　性暴力被害者を支援する「性暴力救援センター」の全国連絡会が２９日、大阪市内で初めての全国研修会を開く。病院を拠点とする同センターは、平成２２年開設の「ＳＡＣＨＩＣＯ（サチコ）」（大阪府松原市）を先駆けに各地で設置。ＳＡＣＨＩＣＯ代表の医師、加藤治子さんは「センターが増えつつあるのはいい流れ。でも、まだ充実というには遠く及ばない」と、一層の拡充を目指している。

　センターは、性暴力被害者の診察や治療、心身のケアのほか警察や弁護士ら専門家への相談などをワンストップでできる支援組織。夜間や休日も産婦人科医が対応し、支援員らが継続的に心身をサポートする。一方、加害者の唾液（だえき）などを保管・記録。事件捜査にも役立てている。

　ＳＡＣＨＩＣＯの設置以降、活動への理解が広がり、センターは今年４月時点で１０都道府県に拡大。センター間の連携と新設を目的に、全国連絡会も発足した。全国１０のセンターと、センターの設立を目指す民間団体など１５団体が加盟しているが、このうち福井と滋賀のセンターは今月新たに設けられたものだ。

今回の研修会は、センター運営者や性暴力問題に取り組む関係者らが参加。性暴力の被害実態や被害者の支援態勢などについて、大学教授や加藤さんらが講演する。加藤さんは「センターはまだまだ足りない。各都道府県に最低１つは必要だ」と訴えるつもりだ。
　性暴力被害は深刻で、ＳＡＣＨＩＣＯでは開設以来、４年間で約１万７千件の電話相談が寄せられ、７８０人が来所。４６６人（６０％）は強姦や強制わいせつの被害者で、性虐待の被害者が１７３人（２２％）だった。こうした被害者の半数以上は未成年。妊娠しているケースも来所者の１割を超えるという。

　しかし、センターを運営するハードルは高い。夜間・休日にも働ける支援員の確保や必要な器具の購入、施設の維持などに多額の費用が必要な半面、利益が出る事業ではないからだ。５月に千葉県内でセンターが新設されるが、運営費の問題で拠点病院が当初予定から差し替わったという。

加藤さんは性暴力の被害者について「被害直後は混乱していて、すぐに病院や警察に駆け込もうなどと考えられない」と指摘。「できる限り早い段階から心身の支援を受けることで、その後の回復速度や程度が大きく変わる。緊急的、専門的に対応するセンターは不可欠」としている。

◇

　全国研修会は参加費３千円で一般も傍聴できる。問い合わせは全国連絡会事務局（月～土の午前１０時～午後５時、（電）０６・６６３４・１１９９）。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/140426/wlf14042620470032-n3.htm
・・「先生は何もでけへん」現場の萎縮逆手、生徒の挑発エスカレート　指導に踏み込めない学校の実態（4月29日）
体罰を厳しく禁じた文部科学省の通達が示した「正当防衛」と「正当行為」の事例

　「先生は何もでけへんやん」と挑発され、教諭は立ち尽くした。大阪市立中学校の校長らで作る研究班が実施した調査で教諭が生徒から暴言を浴びせられる実態が明らかになった。市教委が教諭の“摘発”を強化する中、教諭が指導に踏み込めずに挑発がエスカレートしているとの指摘もある。市立桜宮高校の体罰事件の余波は深刻だ。

「教育委員会に言って、辞めさせたる」
　２月に大阪市内で開かれた研修会。約１４０人の生徒指導担当教諭らはアンケート結果に関する約４０ページの資料と向き合っていた。

　「俺、怒られたから死のう」「教育委員会に言って、辞めさせたる」。多くの学校で生徒の挑発が起きている状況が円グラフや具体例で示されていた。

　研修会を開いた研究班の赤間英松・市立弘済中学校長によると、参加者から「他の学校も同じ悩みや苦しみを抱えていたのか」などの声が漏れた。

　「皆『何とかしなければ』と必死だ」。赤間校長は危機感を募らせた。
厳しい基準、はね上がる処分件数
　市教委では平成２４年１２月の市立桜宮高校の体罰事件を受け、各校に些細（ささい）な事案でも報告するように指導を徹底。並行する形で、弁護士でつくる市の外部監察チームも調査を進めた。

　指導の中で偶然手が当たったなど不可抗力を除く全ての事案が処分対象に。「他の自治体、過去の大阪市の基準と比べてもかなり厳しいライン」（市教委担当）になり、件数もはね上がった。

　市教委が体罰絡みで出した処分は最近では年１０件程度の懲戒だった。しかし２４年度は懲戒が２１件で、従来は処分の対象でなかった軽微な事案も文書訓告、口頭注意の行政措置となり件数は１２５件に上った。

　現場の萎縮、困惑が広がった。

経験浅い若手対応できず
　文部科学省が事件後に出した通達では体罰の禁止を強調する一方、例外的に教諭自身への暴力に対する「正当防衛」、他の児童・生徒らへの危険などを回避するための「正当行為」を認め、例示している。

　市教委では通達に基づく指導指針を策定。担当者は「挑発行為をとる生徒らの指導も教員の務め。指針を読み、各自で正しい指導法を考えてほしい」とする。

　だが赤間校長は「特に経験の浅い若手の教諭が対応できず、指導力不足が挑発に拍車をかけている」と指摘。市立中学校では若手とされる３５歳以下の教諭が３割を占め、今後もベテラン層が減る。赤間校長は「教諭が問題のある生徒との関わりを避けるようになっていくのでは」と懸念する。

　日本教育再生機構の理事長を務める麗澤大の八木秀次教授は「生徒は市教委が教諭に厳しいことを逆手に取り増長している。幼少時の教育で規範意識を根付かせなければ根本的な解決にはならない」と話す。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/140429/wlf14042908040010-n1.htm
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